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中
国
地
方
行
政
に
お
け
る
県
と
鎮

川

勝

守

は

じ

め

に

そ
の
国
土
面
積
の
大
、
ま
た
人
口
数
の
多
に
お
い
て
、
ウ
ラ
ル
以
西
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
そ
れ
ぞ
れ
に
比
敵
す
る
中
国
が

、
紀
元
前
二
二

一
年

の
秦
の
始
皇
帝

に
よ
る
天
下
統

一
以
来
、
二
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
ほ
ぼ
ほ
ぼ

一
つ
の
中
国
た
り
え
た
こ
と
は
驚
異
に
値
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し

か
も
、
後
漢
三
国
南
北
朝
、
唐
末
五
代
、
清
末
民
国
時
代
な
ど
、
幾
度
か
の
分
裂
の
時
代
を
経
験
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
で
あ
る
。
そ
の
謎
を
解

く
鍵
は
幾
種
数
個
用
意
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
中
国
語
古
典
文
語
い
わ
ゆ
る
漢
文
が
中
国
人
知
識
人
唯

一
の
文
章
表
現
で
あ
る
こ
と
が
古
今
変
り
な
い
こ

と
に
注
目
す
る
人
も
居
よ
う
。
ま
た
、
孔
孟
思
想
ー
儒
教
に
せ
よ
、
老
荘
思
想
ー
道
教
に
せ
よ
、
禅
浄
思
想
を
中
心
と
し
た
中

国
仏
教
に
し
て
も
、

へ

そ
れ
ぞ
れ
が
嫡
嫡
脈
脈
と
継
承
せ
ら
れ
て
中
国
人
の
古
典
と
な
り
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
今
に
生
き
る
人
々
の
血
肉

と
な

っ
て
き
た
こ
と

も
重
視
す
べ
き
こ
と
柄
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
多
様
な
考
え
方
を
取
る
に
し
て
も
、
第

一
に
指
を
屈
す
る
検
討

課
題
は
、
中
国
の
統

一
王
朝
ー
国
家
権
力
の
支
配
政
治
体
制
の
性
格
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
否
定

で
き
な
い
だ
ろ
う
。

秦
の
始
皇
帝
に
よ
る
天
下
統

一
は
戦
国
六
ヵ
国
を
滅
ぼ
し
、
そ
こ
に
郡
県
制
を
施
行
し
た
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
秦
帝
国
の
政
治
体
制
は
封
建
制

ハ
　

　

を
否
定
し
た
郡
県
制
で
あ
る
が
、
こ
の
支
配
体
制
の
特
徴
は
西
嶋
定
生
氏
に
よ
れ
ば
次
の
二
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第

一
の
点
は
、
郡
県
の
長
官
は
世
襲
的
な
貴
族
で
は
な
く
て
、
世
襲
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
官
僚
が
皇
帝
権
力
の
代
行
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た

も
の
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
世
襲
的
な
貴
族
制
が
否
定
さ
れ
て
官
僚
制
が
成
立
し
た
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
君
主
の
権
力
が
非
常
に
強
く
な
っ

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
点
は
、
郡
県
制
に
よ
る
支
配
の
性
格
が
い
わ
ゆ
る

「個
別
人
身
的
支
配
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
も

は
や
支
配
さ
れ
る
人



民
は
氏
族
集
団
と
し
て
で
は
な
く
、
個
別
的
な
家
や
人
に
分
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
郡
県
制

の
成
立
に
と
も
な

っ
て
、

社
会
組
織
に
大
き
な
変
動
が
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
西
嶋
氏
の
理
解
は
さ
し
当

っ
て
は
秦
帝
国
の
郡
県
制
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
た
か
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
第

一
で

「世
襲
的
な
貴
族

で
は
な

く
」
、
第

二
で

「氏
族
集
団
と
し
て
で
は
な
く
」
と
い
っ
た
封
建
か
ら
郡
県

へ
の
転
換
を
示
す
語
句
を
除
け
ば
、
第

一
の
官
僚
制
支
配
に
し
て
も
、

　
　

　

第
二
の
個
別
人
身
的
支
配
に
し
て
も
、
秦
以
後
の
後
代
各
王
朝
の
郡
県
制
の
性
格
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
果
し
て
然
り

で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
郡
県
制
が
継
続
さ
れ
る
清
末
、
二
〇
世
紀
初
ま
で
、
そ
の
郡
県
制
の
特
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
秦
帝
国
の
郡
県
制
の
性
格
は
後
代
に
大
き
く
変

っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

秦
の
郡
県
制
が
後
代
に
変
質
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
秦
を
つ
い
だ
漢
で
郡
県
制
と
封
建
制
の
折
衷
の
郡
国
制
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
思
い

浮
か
ぶ
。

し
か
し
、
漢
の
郡
国
制
は
郡
県
制
と
封
建
制
と
が
併
用
さ
れ
た
も
の
で
、
郡
の
位
置
に
等
し
い
王
国
の
下
に
、
県
が
設
置
さ
れ
、
王
国
の

官
が
派
遣

さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
漢
初
よ
り
百
年
後
の
武
帝
の
こ
ろ
に
は
、
そ
の
規
模
も
縮
小
さ
れ
、
権
限
も
よ
わ
め
ら
れ
て
、
郡
や
県
と
変
ら

な
く
な
っ
た
。
な
お
、
後
漢
代
に
な
る
と
、
郡
県
の
二
級
制
は
そ
の
上
に
州
が
設
け
ら
れ
て
州
郡
県
の
三
級
制
と
な
り
、
や
が
て
六
世
紀
に
南
北
朝

を
統

一
し
た
晴
の
文
帝
に
よ
っ
て
州
県
二
級
制
と
な

っ
た
。
以
後
、

一
時
の
復
活
期
を
除
き
、
郡
の
名
は
用
い
ら
れ
な
く
な

っ
た
。
唐
代
に
は
要
地

に
府
が
置

か
れ
て
府
州
ー
県
の
体
制
と
な
り
宋
、
元
に
継
承
さ
れ
た
が
、
十
四
世
紀
の
明
代
以
後
、
む
し
ろ
府
ー
県
が
主
流
と
な

っ
て
、
府
が
漢
代

の
郡
の
位
置
に
当
る
よ
う
に
な

っ
た
。
な
お
、
府
州
の
上
級
行
政
区
分
に
は
、
唐
代
の
道
、
宋
の
路
、
元
以
後
の
省
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

方
最
高
官
が
設
け
ら
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
郡
県
制
は
王
朝
-
時
代
と
と
も
に
種
々
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
や
特
徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
秦
帝
国

の
郡
県
制

の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
不
明
な
点
が
多
い
。

一
体
、
戦
前
の
中
国
研
究
の
文
言
に
み
ら
れ
た

「王
朝

の
中
央
集
権
支
配
は
県

　ヨ
　

(城
)
ま

で
」
と
か

「県
以
下
は
地
方
自
治
」
と
い
っ
た
理
解
は
、
清
末
民
国
時
代
の
中
央
政
府
-
省
丁
府
州
県
の
重
層
関
係
の
あ
り
様
が
秦
帝
国

の
郡
県
制

の
そ
れ
と
あ
ま
り
変
り
な
い
も
の
だ
ろ
う
と
す
る
認
識
に
基
づ
い̀
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
秦
漢
六
朝
期
の

(州
)
郡
県
制
-
晴
唐

の
州
県
制
-
唐
宋
の
府
州
県
制
ー
明
清
の
府
県
制
と
い
う
地
方
行
政
制
度
の
変
遷
は
い
か
な
る
行
政
の
質
の
転
換
で
あ
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
の

性
格

.
特
徴
は
何
で
あ
る
か
、
こ
れ
ら
を
考
え
る
た
め
に

一
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
、
県
行
政
の
あ
り
様
と
さ
ら
に
県
以
下
の
地
方
区
轄
に
お
け

　ゑ

る
行
政
内

容
を
検
討
す
る
こ
と
等
が
要
請
さ
れ
る
。



本
稿
は
郡
県
ー
州
県
i
府
県
等
の
行
政
制
度
が
当
該
歴
史
段
階
の
社
会
組
織
と
ど
の
よ
う
に
連
関
し
た
か
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
中
国
史
に

マ

ク

ロ

ミ

お
け
る
国
家
と
社
会
の
関
わ
り
を
課
題
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
巨
大

で
あ
り
、
従

っ
て
分
析
は
巨
視
的
に
行

う
必
要
が
あ
る
。
微

ク

ロ

視
的
な
誤
差

の
修
正
は
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

一
、
中
国
王
朝

二
千
年
の
行
政
サ
イ
ズ

の
変
遷

ー

毎
県
平
均
戸

・
口
数
　ー

秦
漢
帝
国
以
後
、
二
十
世
紀
初
頭
の
清
朝
滅
亡
ー
辛
亥
革
命
に
至
る
中
国
王
朝
二
千
年
の
行
政
サ
イ
ズ
の
変
遷
を
知
る
た
め

に
は
、
各
代
に
お
け

る
県
数
と
戸

口
数
の
そ
れ
ぞ
れ
の
統
計
的
処
理
が
最
初
の
手
続
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
統
計
処
理
に
必
要
な
数
学
そ
の
も
の
は
歴
代
史
書
ー
正
史
、

実
録
、
会
要
会
典
ー
に
頻
見
す
る
が
、
そ
の
適
切
な
輯
集
整
理

・
修
正
作
業
が
必
須
な
手
続
き
で
あ
る
。
幸
い
、
先
に
広
州
中
山
大
学
教
授
梁
方
仲

氏
に
よ

っ
て

『中
国
歴
代
戸
口

・
田
地

・
田
賦
統
計
」

(
一
九
八
〇
年
、
上
海
人
民
出
版
社
)
が
作
成
さ
れ
た
。
梁
方
仲
氏

が
作
成
し
た
甲
表
八九

「中
国
歴
代
県
戸
口
数

・
毎
県
平
均
戸
数
及
平
均
口
数
」
を
み
ょ
う

(第
1
表
)。
県
数
は
な
ん
と
前
漢
平
帝
の
元
始
二
年

(紀
元
二
)
が

一
五
七
七

で

一
番
多
く
、
中
ほ
ど
唐
の
貞
観

=
二
年

(六
三
九
)
の

一
四
〇
八
と
天
宝
元
年

(七
四
二
)
の

一
五
七
〇
と
漢
の
県
数
近
く
に
復
し
た
が
、
そ
れ

以
外
は
概
し

て
一
一
〇
〇
-

一
二
〇
〇
台
で
、
清
の
十
八
世
紀
乾
隆
十
八
年
に

=
二
〇
〇
台
と
な

っ
た
。
戸
口
数
の
変
動
も
県
数
の
変
動
と
相
似
て

い
る
。
戸

・
口
数
と
も
極
端
に
少
な
い
西
晋
-
北
魏
間
を
除
き
、
戸
数
は
前
漢
の

=

一〇
〇
万
、
後
漢

.
晴
唐
の
九
〇
〇
万
、
北
宋
二
〇
〇
〇
万
、

元
明

一
〇
〇
〇
　
一
三

〇
〇
万
と
変
化
し
、
清
乾
隆

一
八
年
に
三
八
〇
〇
万
台
と
な
る
。
口
数
も
、
前
漢
の
五
七
〇
〇
万
、
後
漢
の
四
七
〇
〇
1
四

九
〇
〇
万
台
、
唐
天
宝
五
〇
〇
〇
万
、
北
宋
四
五
〇
〇
万
、
元
明
六
〇
〇
〇
万
と
変
化
し
て
清
の
乾
隆

一
八
年
に

一
億
を
超
え
る
。
毎
県
平
均
戸

.

口
数
の
変
動
も
、
以
上
の
県
数

・
口
数
の
変
動
と
基
本
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
清
の
乾
隆
の
数
字
を

除
け
ば
、
要
す
る
に
漢
唐
宋
明
ど
の
王
朝
に
お
い
て
も
、
漢
代
の
数
字
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
観
が
強
く
、
県
の
数
も
戸
口
数
も
そ
う
大
き
な
変
動

は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
漢
ー
清
二
千
年
の
中
国
王
朝
国
家
で
は
、
第

一
に
版
図
領
域
に
伸
縮
が
あ
り
、
第
二
に
大
き
く
言

っ
て
唐
以
前

の
華
北
、
以
後
の
華

中
と
い
っ
た
人
口
、
戸

・
口
の
集
中
度
の
移
動
な
ど
の
社
会
変
化
の
要
素
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
統
計
処
理
に
考
慮
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
梁
方
仲
氏
が
作
成
し
た
各
歴
代
の
各
表
を
基
に
、
第
1
表
を
修
正
す
る
第
2
表
を
作
成
し
た
。
た
だ
し
、
歴
代
は
、
漢

の
元
始
二
年

(紀
元



第1表 「中国歴代 県数 ・戸数 ・口数 ・毎 県平均戸 ・口数」

毎県平均口数毎県平均戸数口 数戸 数県 数公 元紀 年朝代別

36,570.32

41,286.56

41,652.73

4,090.18

9,246。84

9,406.52

8,772.50

32,468.50

35,829.37

7,835。43

8,096.94

8,219.98

2,037.68

2,018.22

743.42

2;445.49

2,441.74

7,303.07

7,097.65

2,201607

53,621.38

52,625.75

53,332.91

78,965.52

57,671,401

47,892,413

49,150,220

5,174,074

7,591,654

7,703,942

9

0

0

3

1

2

5

5,715.

16,019.

7,461.

13,427.

13,618.

9,333.

29,766.

12,351,681

50.975,543

45,324,154

59,519,727

59,519,727

60,692,856

103,050,000

70

65

30

,356,

2

0

36,

98,

94,

70,

01,7

2,007,9

1,999,7

9,070,4

8,907,5

3,041,87

8,973,63

20,264,307

4

9

9

6

4

1

9,879,6

13,867,2

13,867,2

10,621,4

38,845,3

77

60

80

32

32

65

21

819

53

55

08

70

65

24

(一)

(二)

(一)

(二 〉

1,

1,

1,

1,

1,

1,

〈一)

(二)

(一)

(二)

(元 史)1,110

(新 元史)1,131

1,138

1,305

2

140

280

464

543-550

609

639

742

1102

1578

1753

元始2年

永和5年

太康元年

大明8年

武定年間

大業5年

貞観13年

天宝元年

崇寧元年

万暦6年

乾隆18年

前漢
後漢

西晋

宋
北魏

陥

唐
唐

北宋
金
元

明
清

(典拠)梁 方仲「中国歴代戸ロ ・田地 ・田賦統計」280頁。甲表89「中国歴代県戸口数 ・毎県平均戸数及平均口数」

二
)
、
唐
天
宝
元
年

(七
四
二
)
、
宋
崇
寧
元
年

(
=

〇
二
)、
明
万

暦
六
年

(
一
五
七
八
)、
清
乾
隆

一
八
年

二

七
五
三
)
の
五
時
期
と

す
る
。
な
お
、
郡
県
i
州
県
ー
府
県
よ
り
上
級

の
大
行
政
区
轄
は
時
代

王
朝
に
よ

っ
て
変
動
が
大
き
い
。

一
応
、
明
清
期
の
省
を
基
準
に
、
そ

れ
を
漢
唐
宋
に
適
応
し
た
が
、
地
点

・
州
県
所
在
の
比
定
に
は
、
松
田

寿
男

・
森
鹿
三
編

『ア
ジ
ア
歴
史
地
図
』

(平
凡
社
、

一
九
六
六
年
)

及
び
、
諏
其
駿
主
編

「中
国
歴
史
地
図
集
」
各

代
、

一
-
六
冊
、
(地

図
出
版
社
、

一
九
八

一
年
ー
)
を
使
用
し
た
。

〔第
2
表

註
〕
①
典
拠
と
修
正
方
法
1

ω
漢
元
始
二
年

(紀
元

二
)
…
…
梁
方
仲
前
掲
書

一
四
ー

一
七
頁
甲
表

3
、
た
だ
し
、
翼
州

・

幽
州
の
合
計
か
ら
玄
菟

・
楽
浪
郡
分
を
除
き
、
交
趾
分
か
ら
交
趾

・
九

真

・
日
南
郡
分
を
除

い
た
。
さ
ら
に
、
司
隷
の
弘
農

・
河
内

・
河
南

・

河
東
郡
、
克
州
の
陳
留
郡
、
荊
州
の
南
陽
郡
は
河
南

へ
、
徐
州
の
壊
邪

郡

・
魯
国
は
山
東

へ
、
豫
州
の
浦
郡
は
南
直
隷

・
江
蘇

へ
、
揚
州
の
豫

章
郡
は
江
西

へ
、
益
州
の
漢
中
郡
は
陳
西

へ
と
移
動
し
た
。
(
2
)
唐

天
宝
元
年

(
七
四
二
)
…
…
同
書
八
六
ー
九
四
頁
甲
表
26
、
た
だ
し
、

河
南
道
の
陳

・
霊
昌

・
栄
陽

・
頴
川

・
准
陽

・
汝
南

・
陳
留

・
唯
陽
と

山
南
東
道
の
准
安

・
南
陽
と
准
南
道
の
ざ
陽

・
義
陽
の
諸
郡
は
河
南

へ
、

河
南
道
の
弘
農
郡
、
山
南
東
道
の
漢
陰
郡
、
山
南
西
道
の
漢
中

・
洋

川

・
河
池

・
順
政

・
同
谷
の
諸
郡
は
陳
西

へ
、

河
南
道
の
汝
陰

・
誰

郡

・
彰
城

・
臨
准

・
鍾
離
の
諸
郡
と
東
海
郡
、
江
南
西
道
の
宣
城

・
新

安
両
郡
は
江
蘇

・
安
徽

へ
、
潅
南
道
の
斬
春

・
安
陸

・
斉
安
の
諸
郡
、



第2表 「中国歴 代県数 ・戸数 ・口数 ・毎県平均戸 ・口数 ・毎戸平均口数 」

年代(西 暦) 地域名 県 数 戸数 口数 毎県平均戸数 毎県平均口数 毎戸平均口数

(1)漢 元始2(2) 翼州 ・幽州 263 1,905,948 8,263,525 ?,246.95 31.420.24 4.33

(ll)唐天宝1(742) 河北道 142 1,384,098 9,627,616 *9,747.16 *67,800.11 *6.95

(皿)宋崇寧1(1102> 河北東西路 111 1,136,670 2,675,648 10,240.27 24,104.93 2.35

(】V)明万暦6(1578) 北直隷 133 425,463 4,264,898 3,198.96 32.066.90 *10.02

(V>清 乾隆18(1753) 直隷 115 3,071,975 9,374,217 26,712.82 *81,514.93 *3.06

(1) 〈2) 衰州 ・青州 274 2,667聾014 12,246,203 *9,733.62 *44,694。17 4.59

(ll) (742) 河南道 69 657,787 4,062,055 *9,533.14 *58,870.36 *6.17

(皿) (1102) 京東東西路 67 1gl99,291 2,613,170 *17,899.86 *39,002.53 2.17

(Iv) (1578) 山東布政使司 104 1,372,206 5,664,099 *13,194.28 *54,462.49 4.13

(V) (1753) 山東省 104 4.539,957 12,769,872 *43,653.43 *122,787.23 *2.81

(1> (2) 司隷 ・豫州 176 2,IM,780 11,102,166 *12,299.88 *63,0eo.48 *5.12

マ正) (742> 都畿道 ・河南道 94 932,998 5,331,624 *9,925。51 *56,719.40 *5.71

(皿) (1102) 京畿路 ・京西北路 111 1,196,625 2,627,890 10,780.40 23,674.68 2.19

(IV) (1578) 河南 107 633,067 5,193,602 5,916.51 *48,538.33 *8.20

(V) (1753) 河南 101 3,029,528 7,114,346 *29,995.32 70,439.06 2.35

(1) (2) 井州 ・朔方 174 764,165 3,600.326 4,391。75 20,691.52 *4.71

(H) (742) 河東道 io2 630.511 3,723,217 *6,181。48 *36,502薩12 *5.90

(皿) (1102) 河東路 79 613,532 2,521,761 7,688.24 31,921.02 *4.11

(rv) (1578) 山西 95 596,097 5,319,359 6,274.70 *55,993.25 *8.92

(V) (1753) 山西 91 1,779,247 5,162,351 19,552.16 56,729.13 *2.90

(1) (2) 司隷 ・涼州 184 1,080,010 4,018,989 5,869.61 21,842.32 3.72

(皿) 〈742)
京畿道 ・関内道 ・随
右道

211 1rO28,887 5,551,531 4,876.24 26,310.57 5.39

(m) (1102) 永興軍 ・秦鳳路 133 1,567,491 4,081,407 11,785.64 30.687.27 *2.60

(rv) (1578) 陳西 116 394,423 4,502,067 3,400。19 38,810.92 *11.41

(V) (1753) 映西 ・甘粛 156 2.035,695 5,984,265 13,049.32 38,360.67 *2,93

(1) (2) 徐州 ・揚州 175 2,060,576 9,666,660 *11,774.72 *55,238.05 *4.69

(n) (742) 准南道 ・江南道 95 1,126,167 6,052,822 *11,854.38 *63,713.91 5.37

(皿) (1102) 露南蕎蕩露'江 東 ll9 2,573,591 5,431,301 *21,626.81 *45.641.18 2.11

(Iv) (1578) 南直隷 114 2,069,067 10,502,651 *18,149.71 *92,128.51 5.08

(V> (1753) 江蘇 ・安徽 122 9,614,412 25,054,348 *78,806.65 *205,363.50 2.60

(1) (2) 揚州 ・会稽郡 17 145,833 675,164 *8,578.41 *39,715.52 4.62

(n) (742) 江南東道 43 542,165 3,512,209 *12,608.48 *81,679.27 *6.47

(m} (1102) 両漸路 66 1,593,447 2,907,654 *24,143。 正3 *449055.36 1.82

(rv) (1578)

浙江

76 1,542,403 5,153,005 *20,294.77 *67,802.69 3.34

(V) (1753)

浙江

77 3,043,786 8,662,808 *39,529.68 *112,504。00 *2.85

(1) (2) 揚州 ・豫章郡 18 67,462 351,965 3,747.89 19,553。61 *5.22

(皿) (742) 江南西道 33 248,547 1,676,257 ‡7,531.72 *50t795.66 *6。74

(盟) (1102) 江南西路 66 2,000,409 4,452,555 *30,309.22 *67,462。95 2.22

(IV) (1578) 江西 78 1,341,005 5,859,026 *17,192.37 *75・115.71 4.37

(V) (1753) 江西 80 2,185,195 5,055,251 *27,314.93 6a,190.63 2.31



(1> (2)

(ll) (742)

(皿) (1102)

qV) (1578)

(V) (1753)

(1> (2)

(皿) (742)

(皿) (1102)

(rv) (1578)

(V) (1753)

(1) (2)

(n) 〈742)

(皿) (1102)

(rv) (1578)

(V) (1753)

(1) (2)

(皿) (742)

(皿) (1102)

(lv) (1578)

(V) (1753)

(1) (2)

(皿) (742)

(皿) (1102)

(rv) (1578)

(V) (1753)

(1) (2)

(ll) (742)

〈皿) (11o2)

(IV) (1578)

(V) (1753)

(1) (2)

(ll) (742)

(皿) (1102)

(IV) (1578>

(V> (1753)

(1) (2)

(ll) (742)

(皿) (1102)

(rv) (1578)

(V) (1753)

荊州

江南賠中道
荊湖南北路 ・京西南

湖広

湖北 ・湖南

益州

剣南道
利州路 ・菱州路 ・梓
j.

四川

四川

(閲)揚州 会稽郡

江南東道

福建路

福建

福建

交趾

嶺南道

広南東路

広東

広東

交趾

嶺南道

広南西路

広西

広西

雲南

雲南

貴州

貴州

全国

〃

〃

〃

〃

79

69

98

125

127

116

205

169

126

141

1

25

47

57

62

11

98

43

82

84

22・

190

68

50

49

55

41

14

34

1510

1376

1177

1332

1384

309,281

221,492

1,761,683

541,310

3,421,147

922,589

942,248

1,862,488

262,694

750,785

8,578

91,186

1,061,759

515,307

1,127,746

35.011

222,990

574,286

530,712

1,241,940

36.794

124,855

236.533

218,712

943,020

135,560

371,284

43.405

629,835

12,168,041

8,154,231

17,3779805

10,621,436

37,785,552

1,655,207

1,042,501

3,826,395

4,398,785

8,905,192

4,483,600

4,130,725

5,547,180

3,102,073

1,368,496

39,716

410,587

2,808,851

1,738,793

4,710,399

173,233

548,370

784,074

2,040,655

3,969,248

217,322

513,127

1,341,572

1,186,179

1,975,619

1,476,692

1,003,058

290,972

1,718,848

56,494.076

46,182,641

41,619,458

60,692,856

102,828,318

3,914。94

3,210.02

*17,976.35

4,330.48

26,938.16

7,953.35

4,596.33

11,713.76

2,080.11

5,324.71

*8,578.00

3,647.44

*22,590.62

*9,040.47

18,189.45

3,182.81

2皇275。40

13,355.49

6.472.09

14,785.00

1,672.45

657.13

3,478.43

4,374.24

19,245.30

2,464.72

9,055.70

3,100.35

18,524.55

8,058.30

5,926.03

14,764.49

7,974.05

27,301.69

20,951.98

15,108.71

*39,044.84

35.190.28

70,119.62

*38,651.72

20,149.87

35.332.35

24,619.62

99705.64

*39,716.00

16,423.48

*59,762.78

30,505.14

*75.974.17

15,748.45

5,595.61

18,234。27

24,886.03

47,252.95

9,878。27

2.700.66

19,729.00

23,723.58

40,318.75

26,848.94

24,464。82

20.783.71

50,554。35

37,413.29

33,562.96

35.360.62

45,565.20

74,297,91

*5.35

4.70

2.17

*8.13

2.60

*4.85

4.38

*2、97

*11.81

1,82

4.62

4.50

*2.64

3.37

*4.18

*4.94

2.45

1.36

3.85

*3.20

*5.90

4.10

*5.67

5.42

2.09

*10.89

2.70

*6、70

*2.72

4.64

5.66

2.39

5.71

2.72



江
南
西
道
の
江
夏

・
巴
陵

・
長
沙
、
衡
陽

・
零
陵

・
江
華

・
桂
陽
、
郡
陽
諸
郡
と
給
中
道
の
盧
漢

・
盧
陽

・
清
化

・
潭
陽

・
尤
漢
の
諸
郡
は
湖
広
i

湖
北
湖
南

へ
移
し
た
。
ま
た
、
山
南
東
道
の
雲
安
、
南
賓

・
浩
陵

・
南
浦

の
諸
郡
は
四
川

へ
移
し
た
。
ま
た
、
江
南
東
道
の
呉
興

・
余
杭

・
新
定

・

会
稽

・
余
挑

・
信
安

・
緒
雲

・
永
嘉

・
臨
海
諸
郡
は
浙
江

へ
、
長
楽
、
建
安

・
清
源

・
臨
汀

・
潭
浦
諸
郡
は
福
建

へ
そ
れ
ぞ
れ
移
し
た
。
な
お
、
蛉

南
道
の
楽
興

・
安
南
中
都
護
府

・
承
化

・
九
眞
諸
郡
は
除
外
し
た
。
(皿
)
宋
崇
寧
元
年

(
一
一
〇
二
)
…
・:
同
書

一
五
二
ー

一
六
〇
頁
甲
表
38
、

た
だ
し
、
京
東
西
路
の
応
天
府
、
京
西
南
路
の
郡
州

・
唐
州
、
河
北
西
路
の
溶

・
衛

・
懐
州
、
永
興
軍
路
の
陳
州
は
河
南

へ
、
京
西
南
路
金
州

・
利

州
路
興
元
府

・
洋

・
汚
州

・
大
安
軍
は
陳
西

へ
、
京
東
東
路
准
陽
軍
、
京
東
西
路
徐
州
そ
れ
に
両
漸
路
の
平
江

・
鎮
江
両
府

・
常
州
は
江
蘇

・
安
徽

へ
、
江
南
東
路
の
饒

・
信
州
は
江
西
、
准
南
西
路
斬

・
光

・
黄
州
は
湖
広

へ
そ
れ
ぞ
れ
移
し
た
。
(W
)
明
万
暦
六
年

(
一
五
七
八
)
…
…
同
書
二

〇
三
-
四
頁
甲
表
69
、
二
〇
五
-
六
頁
甲
表
70
、
二
〇
六
頁
甲
表
71
、
二
〇
七
頁
甲
表
72
よ
り
作
成
。
(V
)
清
乾
隆

一
八
年

二

七
五
三
)
…
…

同
書
二
五
八
頁
甲
表
78
、
二
五
九
頁
甲
表
79
、
二
六
〇
頁
甲
表
80
、
二
六

一
頁
甲
表
81
よ
り
作
成
。
②
表
中

の
*
記
号
は
全
国
平
均
値
を
上
廻
る
も

の
。第

2
表
か
ら
何
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。
県
数
の
総
数
は
漢
代
が

一
番
多
く
、
北
宋
が
最
小
、
唐

・
明

・
清
は
大
差
が
な
い
。
た
だ
し
、
時
代
ご
と

の
地
域
間
の
変
動
、
地
域
ご
と
の
時
代
間
の
変
動
は
そ
の
幅
が
い
ず
れ
も
大
き
い
。

〔時
代
ご
と

の
地
域
間
の
変
動
〕

ω
漢
代

県
数
が
最
大
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
尭
州

・
青
州
ー
山
東
、
翼
州

・
幽
州
-
直
隷

(河
北
)、
司
隷

・
涼
州

(陳
西
甘
粛
)、
司
隷

・
豫
州
i

河
南
、
井
州

・
朔
方
ー
山
西
の
華
北
に
集
中
し
、
そ
れ
で
七
〇
%
を
占
め
る
。
な
お
、
徐
州

・
揚
州
も
八
割
は
長
江
以
北
の
江
北
で
華
北
に
続
く

地
域
そ

そ
れ
を
含
め
れ
ば
、
県
の
総
数
の
八
二

・
五
%
と
な
り
、
漢
代
の
県
は
殆
ど
が
華
北
に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
戸
数
や

口
数
に
も
同
様
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
毎
県
平
均
戸

・
口
数
に
つ
い
て
、

一
般
に
県
は
戸
数

一
万
戸
、
口
数
五
万
と
言
わ
れ
る
が
、
漢

代
で
こ
の
数
字
を
超
え
る
の
は
河
南
、
江
蘇
安
徽
の
二
地
方
し
か
な
く
、
山
東
が
近
似
し
て
い
る
位
で
あ
る
。
逆
に
山
西
、
陳
西
甘
粛
、
江
西
、

湖
北
湖
南
、
広
東
広
西
で
は
半
分
以
下
と
極
め
て
少
数
で
あ
っ
た
り
し
て
、

一
県
当
り
戸
口
数
か
ら
み
て
県
の
維
持
は
困
難

で
あ

っ
た
と
判
断
さ

れ
る
。

ω
唐
代

直
隷

(河
北
)、
河
南
、
山
西
、
江
蘇
安
徽
な
ど
は
半
減
し
、
特
に
山
東
は
四
分
の

一
に
激
減
し
た
。
逆
に
、
陳
西
甘
粛
、
浙
江

、
江
西
、



湖
北
湖
南
、
四
川
、
福
建
、
両
広
は
増
加
し
た
が
、
中
で
は
陳
西
甘
粛
、
四
川
、
両
広
の
増
加
振
り
が
注
目
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
唐
代
史
の
性
格

を
物
語

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
毎
年
平
均
戸

.
口
数
を
み
る
と
、
戸
数

一
万
戸
、
口
数
五
万
を
超
え
る
か
、
近
似
の
も

の
は
、
直
隷

(河
北
)、

山
東
、
河
南
、
江
蘇
安
徽
、
浙
江

、
江
西
と
あ
り
、
漢
代
よ
り

一
県
当
り
戸
口
数
の
適
正
化
は
進
展
し
た
と
言
え
よ
う
。

⑪
宋
代

各
時
代
を
通
じ
て
県
数
が
最
少
の
時
代
で
あ
る
が
、
も
う

一
つ
の
特
徴
と
し
て
戸
数
が
口
数
に
比
し
て
多
過
ぎ
る
こ
と
が
あ
る
。
唐
よ
り

県
数
の
減
少
し
た
の
は
直
隷
、
山
東
、
山
西
、
陳
西
甘
粛
、
四
川
、
広
東
広
西
で
あ
り
、
増
加
し
た
の
は
河
南
、
江
蘇
安
徽
、
浙
江
、
江
西
、
湖

北
湖
南

、
福
建
で
あ
る
。
な
お
宋
代
で
は
な
に
か
の
理
由
で
戸
口
数
に
ア
ン
バ
ラ
ス
が
あ
る
か
ら
、
戸
数

一
万
と
し
て
も

、
口
数
は
三
万
五
千
を

基
準
と
す
る
と
、
こ
れ
を
超
え
る
か
近
似
の
地
方
は
山
東
、
江
蘇
安
徽
、
浙
江

、
江
西
、
湖
北
湖
南
、
四
川
、
福
建
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
長
江
流

域
の
江
南
地
方
の
戸
口
充
実
振
り
が
わ
か
る
。
特
に
、
江
西
、
福
建
は
む
し
ろ
県
数
が
不
足
し
て
い
る
、

一
県
当
り
の
戸

・
口
数
が
多
い
、
と
い

う
感
さ
え
あ
る
。

⑳
明
代

宋
代
よ
り
県
数
が
減

っ
た
地
域
は
河
南
、
陳
西
、
江
蘇
安
徽
、
四
川
、
広
西
で
あ
り
、
戸
数
減
少
が

一
般
的
で
増
加
は
山
東
の
み
、
口
数

の
減
少

は
四
川
、
福
建
、
広
西
で
あ
る
。
戸
数

一
万
戸
、
口
数
五
万
を
基
準
と
す
れ
ば
、
山
東
、
江
蘇
安
徽
、
浙
江

、
江
西
が
基
準
を
超
え
る
。

山
西
が
戸
数
は
六
千
台
で
あ
る
の
に
対
し
、
口
数
が
五
万
を
超
え
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
四
川
、
福
建
は
戸
口
の
激
減
が
み
ら
れ
た
。

㈲
清
代

明
代
よ
り
県
数
の
減
少
し
た
の
は
直
隷
、
河
南
、
山
西
、
広
西
で
あ
る
が
、
概
し
て
明
の
県
数
と
大
差
が
な
い
。

し
か
し
、
戸

・
口
数
の

増
加
は
著
し
く
、
倍
増
し
て
い
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

一
県
当
り
の
戸
口
数
も
、
戸
数

一
万
戸
、
口
数
五

万
人
を
は
る
か
に
超
え
、

四
川
の
戸
口
、
広
東
、
広
西
の
口
数
が
下
廻

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
特
に
、
山
東
、
江
蘇
安
徽
、
浙
江

は
戸
数
で
四
万
戸
、
口
数
で

一
〇
万
人

を
超
え
人
口
過
密
現
象
を
呈
し
て
い
る
。

ω
漢
代
1
6り
清
代
を
通
し
て
み
る
と
、
概
し
て
黄
河
流
域
の
直
隷
、
山
東
、
河
南
、
山
西
、
陳
西
、
江
蘇
安
徽
の
県
数
が
減
少
し
、
逆
に
浙
江
、
江

西
、
湖
北
湖
南
、
福
建
ら
が
増
加
し
、
南
北
両
地
域
は
補
完
相
殺
の
関
係
に
な

っ
て
い
る
。

〔地
域
ご
と
の
時
代
間
の
変
動
〕

直
隷

漢
代
で
は
山
東
に
次
い
で
県
数
が
多
く
、
戸
口
数
も
充
実
し
て
い
た
。
し
か
し
、
唐
代
の
口
数
を
除
け
ば
、
他
の
県
数

・
戸
口
数
と
も
減
少

を
続
け
、
そ
の
恢
復
は
清
朝
に
な

っ
て
や

っ
と
行
わ
れ
る
状
態
で
あ

っ
た
。
な
お
、
元
明
清
時
代
の
首
都
北
京
の
所
在
す
る
地
域
で
あ
る
。



山
東

漢
代

で
は
県
数

・
戸
口
数
と
も
全
国
最
大
の
重
要
地
域

で
あ
っ
た
。
唐
-
明
間
、
県
数

・
戸
口
数
と
も
漢
代
を
下
廻
り
、
そ
の
恢
復
は
や
は

り
清
朝
で
あ

っ
た
。
戸
口
数
の
減
少
に
対
し
て
県
数
も
激
減
し
た
の
で
、
毎
県
平
均
戸
口
数
は
適
正
を
保

っ
て
い
た
。
高
度

な
行
政
判
断
が
あ

っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

河
南

概
し
て
直
隷
、
山
東
と
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
が
、
漢
-
唐
間
で
県
数
、
戸
数

・
口
数
と
も
半
減
し
た
こ
と
、
宋
代
で
は
戸
数
が
唐
よ
り
倍

増
し
て
い
る
の
に
対
し
、
口
数
が
半
減
し
た
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
清
朝
に
な

っ
て
も
、
戸
数
は
と
も
か
く
口
数
は
漢
代
の
そ
れ
に
恢
復
で

き
な
か

っ
た
。
な
お
、
漢
-
唐
の
東
都
洛
陽
、
宋
の
国
都
開
封
の
所
在
地
域
で
あ
る
。

山
西

宋
代
に
口
数
が
百
万
人
以
上
の
減
少
が
あ
っ
た
が
、
概
し
て
漢
-
清
間
の
戸
口
数
の
変
動
幅
は
小
さ
い
。
そ
れ
に
対
し
、
県
数
に
変
動
が
あ

る
。
基
準

戸
口
数
と
の
間
に
余
裕
が
あ
っ
た
こ
と
も
県
数
変
動
の
要
因
か
。

陳
西
甘
粛

こ
こ
は
版
図
領
域
に
伸
縮
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、
県
数
等
の
変
動
が
あ
る
。
し
か
し
、
戸
口
数
は
概
し
て

一
定
で
あ
る
。
な
ぜ
か
明
の
戸

数
が
極
端

に
少
な
い
。
漢
唐
の
都
長
安
の
所
在
地
で
あ
る
。

江
蘇
安
徽

こ
の
地
域
は
長
江
以
北
と
以
南
を
含
み
漢
唐
は
江
北
の
比
重
が
高
く
、
宋
清
は
江
南
が
高
い
。
漢
唐
で
県
数

.
戸
数
が
半
減
し
て
い
る

の
は
南
北
朝
の
動
乱
の
影
響
か
。
唐
以
後
は
順
調
な
増
加
で
あ
る
。

浙
江

唐
代

で
の
開
発
が
著
し
く
、
県
数

・
戸
数

・
口
数
と
も
倍
増
し
て
い
る
。
唐
-
宋
-
明
ー
清
間
で
は
戸
口
数
と
も
増
減

の
両
面
が
あ
る
が
、

清
朝
で
の
増
加
は
著
し
い
。

江
西

こ
こ
は
宋
代
で
の
県
数

・
戸
数

・
口
数
の
増
加
が
著
し
く
、
こ
の
期
で
の
開
発
を
物
語

っ
て
い
る
。
な
お
、
宋
ー
明

の
戸
数
減
少
、
明
-
清

の
口
数
減
少
が
注
目
さ
れ
る
。

湖
北
湖
南

県
数
は
確
実
に
増
加
し
て
い
る
が
、
戸
数
口
数
と
も
変
動
が
激
し
い
。
明
か
ら
清

へ
戸
口
数
の
激
増
は
、
清
代

に
湖
廣
を
湖
北

.
湖
南

の
二
省
に
分
割
し
た
要
因
を
な
す
。

四
川

唐
代

の
県
数
が
異
常
に
多

い
。
宋
代
の
戸
口
数
が
最
高
で
あ
り
、
以
後
戸
口
数
、
特
に
口
数
は
減
少
を
た
ど
る
。

福
建

県
数
は
著
実
に
増
加
し
て
い
る
が
、
戸

口
数

で
は
、
宋
か
ら
明
に
か
け
て
半
減
し
て
い
る
。

広
東

唐
代

の
県
数
が
異
常
に
多
い
。
戸
口
数
は
著
実
に
増
加
し
て
い
る
。

広
西

広
東
同
様
、
唐
代
の
県
数
が
多
い
。
戸
口
数
は
明
代
が
前
代
よ
り
減
少
し
て
い
る
。



雲
南

・
貴
州

い
ず
れ
も
明
代
に
統
計
に
入

っ
た
。
両
省
と
も
県
数
に
変
動
が
あ
る
。

*
印
の

つ
い
た
毎
県
平
均
戸
口
数
の
個
所
を
み
る
と
、
山
東
、
江
蘇
安
徽
、
浙
江

が
全
時
代
平
均
を
上
廻
り
、
逆
に
陳
西
甘
粛
、
広
東
、
広
西
は

一
つ
も
*
が

つ
か
ず
、
す
べ
て
平
均
を
下
廻

っ
て
い
る
。
江
西

(7
)、
河
南

・
福
建

(
6
)
が
よ
い
方

で
、
直
隷

・
山
西

(3
)
湖
南
湖
北

(2
)、

四
川

(
1
)
は
少
し
し
か
平
均
以
上
の
も
の
は
な
い
。
山
東
、
江
蘇
安
徽
、
浙
江
以
外
は
時
代
に
よ
る
県
の
設
置
数

・
戸
口
数
と
も
変
動
が
大
き
い

こ
と
、
反
面
、
県
の
設
置
数
と
戸
口
数
と
の
相
関
が
適
正
規
模
以
下
で
あ
っ
た
こ
と
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

　

第
2
表

か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
る
し
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
必
要
の
あ
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
よ
う
。
そ
の
中
で
さ
し
当
り
、
先

ず
検
討
す

る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
二
点
、
二
時
代
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の

一
は
、
宋
代
に
つ
い
て
、
特
に
県
数
の
減
少
と
、
戸
口
数
間
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
に

つ
い
て
で
あ
る
。
戸
数
に
比
し
て
口
数
が
少
な
過
ぎ
る
か
、
そ
の
逆
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
宋
代
の
行
政
支
配

の
枠
組
み
の
検
討
が
必

要
に
な
る
。
次
に
二
点
目
は
、
明
か
ら
清

へ
の
戸
数
口
数
の
大
増
加

へ
の
対
応
で
あ
る
。
極
端
に
言
え
ば
漢
-
明
千
八
百
五
十
年
の
戸
口
の
固
定
化

が
全
く
解
体
さ
れ
た
の
が
清
十
八
世
紀
で
あ
っ
た
。

二
、
宋
代
の
行
政
サ
イ
ズ
　

県
等
数

・
郷
数

・
鎮
数

の
相
関

周
知
の
ご
と
く
、
宋
は
唐
末
五
代
の
節
度
使
藩
鎮
の
地
方
分
権
的
武
人
支
配
を
否
定
し
、
文
人
官
僚
に
よ
る
中
央
集
権
化
を
企
図
し
た
。
宋
帝
国

　
　

　

の
政
治
体
制
は
漢
　
唐
の
郡
県
制
を
継
承
し
た

(府
)
州
県
制
で
あ
る
が
、
こ
の
支
配
体
制
の
特
徴
は
第

一
に
、
い
わ
ゆ
る
君
主
独
裁
の
下
で
科
挙

　こ

出
身
の
文
人
官
僚
に
よ
る
官
僚
行
政
で
あ
り
、
第
二
に
は
そ
の
科
挙
が
門
閥
家
柄
で
は
な
く
、
試
験
合
格
を
基
準
、
い
う
な
れ
ば
人
間
の
能
力
を
基

　
　

　

準
に
し
た
と
い
う
点
で
、
被
支
配
層
と
支
配
層
と
が
互
換
可
能
な
水
平
移
動
的
社
会
状
態
と
な
り
、
こ
う
し
た

「
民
」
を
皇
帝
が

「個
別
人
身
的
支

配
」
す
る
の
は
極
め
て
容
易
で
あ
る
と
も
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
宋
代
州
県
制
行
政
は
、
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、

一
つ
に
は
県
数
そ
の
も
の

が
減
少
し
て
い
た
こ
と
、
次
に
戸
口
数
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
あ

っ
た
こ
と
な
ど
の
問
題
点
が
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
重
要
問
題
が
あ

っ
た
。

あ
る
い
は
そ
う
し
た
諸
問
題
は
相
互
関
連
性
が
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

宋
が
国
内
統

一
を
進
め
て
い
た
頃
よ
り
前
に
、
中
国
東
北

・
北
方
辺
の
国
境
外
に
は
契
丹
人
の
国
遼
が
国
力
を
充
実
さ
せ
仏
教
文
化
の
花
を
咲
か

せ
て
い
た
。
宋
が
武
人
支
配
を
否
定
し
文
人
官
僚
制
を
採
用
し
た
結
果
、
軍
事
力
が
弱
化
し
た
の
に
つ
け
込
み
、
北
方
地
域

へ
の
遼
の
侵
略
が
開
始

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
西
北
辺
に
は
西
夏
が
、
ま
た
東
北
に
は
遼
に
代

っ
て
女
真
の
金
が
、
そ
の
後
に
は
モ
ン
ゴ

ル
、
と
い
っ
た
北
方
民
族
の
脅
威
は



宋
帝
国

(北
宋
↓
南
宋
)
三
百
年
間
間
断
な
く
続
い
た
。
そ
の
た
め
、
長
城
線
沿
い
に
軍
隊
を
張
り
つ
け
る
必
要
が
あ

っ
た
が
、
北
宋
盛
時
に
は
河

北
路
兵

(禁

・
脂

・
義
)
四
七
万
七
千
人
、
河
東
路
兵

(禁

・
庸
)

一
二
万
四
千
七
百
人
、
陳
西
路
兵

(禁
・庵

・
郷
)
四
五
万
九
百
人
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
根
草
と
し
て

一
〇
二
〇
万
石
、
五
〇
〇
万
石
、

一
五
〇
〇
万
石
が
必
要
で
あ

っ
た
。
自
給
率
は
三
〇
%
、

=
二
%
、
五
〇
%
と
推
定
さ
れ

る
が
、
こ
れ
か
ら
計
算
す
れ
ば
、
河
北
路
の
七
〇
〇
万
石
、
河
東
路
の
四
三
〇
万
石
、
陳
西
路
の
七
五
〇
万
は
他
か
ら
移
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

実
際
に
は
現
地
で
市
耀
、
和
買
が
行
わ
れ
て
、
官
が
江
南
よ
り
水
運
で
動
く
量
は
約
六
〇
〇
万
石
に
と
ど
ま

っ
た

(
両
淮
一
五
〇
万
石
、
江
南
東
西

　
　

　

二
二
〇
万
石
、
両
漸

一
五
五
万
石
、
湖
南
北

一
〇
〇
万
石
)、
し
か
し
な
が
ら
、
北
辺
軍
隊
の
軍
餉
補
給
体
制
は
宋
代
州
県
行
政
シ
ス
テ
ム
に
種

々

の
影
響
を
与
え
た
こ
と
と
思
う
。
次
に
、
唐
中
期
以
来
の
地
方
分
権
の
傾
向
は
か
え

っ
て
地
方
の
産
業
発
展
を
促
し
、
呉
越

や
南
唐
、
南
漢
、
閲
な

ど
の
地
方
文
化
を
開
花
さ
せ
た
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
遼
、
西
夏
、
金
、
さ
ら
に
高
麗
、
日
本
な
ど
を
含
ん
で
、

=

1

一
二
世
紀

に
は
東
ア
ジ
ア

全
体
が
中
国
を
中
心
と
し
た
国
際
経
済
圏
内
に
包
擶
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
勿
論
、
中
国
に
お
け
る
各
地
方
の
産
業
発
展
-
生
産
諸
力

の
発
展
が
基
礎

　い
　

に
な

っ
て
全
国
的
市
場
が
成
立
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
、
先
の
北
辺
軍

へ
の
軍
餉
補
給
体
制
と
無
関
係
で
は
な
く
、

ま
た
、
茶
、
絹
、
生
糸
、
陶
磁
器
そ
れ
に
銀
、
銅
銭
が
歳
幣
と
し
て
北
方
民
族

へ
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
も
重
要
な
構
成
要
因
と
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
以
上

の
よ
う
な
宋
の
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
国
際
的
位
置
や
中
国
経
済
発
展
の
中
で
の
宋
の
到
達
し
た
水
準
は
、
宋
代
州
県
行
政
に
い
か
な

る
刻
印
を
押

し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
北
宋
の
盛
時
、

=

世
紀
後
葉
の
神
宗
元
豊
年
間
に
編
せ
ら
れ
た

『元
豊
九
域
志
』
が
よ
い
素
材
を
提
供

　　
　

し

て

く

れ

る

。

既

に
旧

稿

で
述

べ

た

ご

と

く

、

『
元

豊

九

域

志

』

に

は
始

め

て

鎮

の

数

及

び

名

称

が

挙

げ

ら
れ

て

い
る

ほ

か

、
府

州

に

準
ず

る

行

政

区

轄

と

し

て

の
同

下

州

と

し

て

の
軍

や

監

、

県

に
準
ず

る

監

、

そ

の
他

城

・
塞

・
堅

・
関

・
鎮

・
津

・
場

・
井

・
院

・
尉

司

な

ど

さ

ま

ざ

ま

ま

な

レ

ベ

ル

の
行

政

区

轄

を

記

し

て

い

る
。

さ

ら

に
鎮

の
ほ

か

に

、

こ
れ

と

同

レ

ベ

ル
の

も

の

と

し

て

、
塞

・
堅

・
開

・
倉

・
監

・
井

・
冶

・
場

・
坑

な

ど

が
挙

げ

ら

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

は

塞

堅

な

ど

の
軍

事

施

設

の

ほ
か

に
、

塩

法

、

鋳

銭

(
銅

銭

・
鉄

銭

)
、

坑
山

(金

・
銀

・
銅

・
鉛

・
錫

)
や

製

錬

所

(冶

)
、

さ

ら

に
各

種

物

品

の
取

引

場

な
ど

を

、
各

路

府

州

軍

監

の

県

監

ご

と

に
記

入

し

て

い

る

の

で
あ

る
。

こ

れ

は
単

に
各

地

産

物

の
列

挙

で

な

く

、
国

内

経

済

運

営

の
立

場

、

通

商

産

業

の
立

場

か

ら

の
秀

れ

て
行

政

的

報
告

書

の
内

容

と

な

っ
て

い
る
。

そ

こ

で

『
元

豊

九

域

志

』

の
内

容

を

以

下

の
手

続

き

で
表

化

し

、
第

3
表

を

作

成

し

た
。

第

一
に
、

路

名

、

府

州

軍

監

、

県

監
数

は
記

載

の

ま

ま

に
列

挙

し

、
第

二

に
郷

数

、
鎮

数

は
府

州

軍

監

ご

と

に
合

算

し

、
無

鎮

県

数

を

割

り
出

し
、

さ

ら

に
参

考

と

し

て
主

戸

、
客

戸

数

を

引

記

す

る

。
備

考

欄

に

は

、
鎮

数

の
個

所

に

※
を

つ
け

た

も

の

に

つ

い
て

、

『
元

豊

九

域

志
』

の
鎮

の
次

に
記
載

さ

れ

て

い
る
場

、
塞

等

の
数

を

合

算

計

上

し

た
。

な

お

、

こ

こ

で
は

専

ら

『
元

豊

九

城

志
』



第3表 「元豊 九域 志」巻1--9,四 京各路の県 ・郷 ・鎮数の相関

路名

四

京

京

東

路

東

路

京

東

路

西

路

京

西

路

南

路

京

西

路

北

路

府 ・州名

軍 ・監

東京開封府

西京河南府

南京応天府

北京大名府

青州

密州

斉州

登州

莱州

灘州

溜州

准陽軍

o

衰州

徐州

曹州

邸州

済州

軍州

潅州

o

裏州

郡州

随州

金州

房州

均州

郭州

唐州

o

穎昌府

鄭州

滑州

孟州

察州

陣州

穎州

汝州

信陽軍

o

17

県 ・監数

(A)

13・1

7

13

6

4

5

4

4

3

4

2

32

7・1

5・1

5

6

4

4

4

37

7

5

3

4

2

2

2

5

30

6

5

3

6

10

4

4

5

2

45

郷数

(B)

103

41

40

41

23

8

14

12

12

10

7

11

97

16

20

19

21

19

19

25

139

28

11

5

17

7

8

5

9

90

29

14

13

15

28

22

13

8

4

146

鎮数

(C)

31

22嶺

13

20

3顛

2

8

1嶺

2

0

7

3

26

2

5

1

15

3

1

5

32

18

22

1

2

2

1

14

6

66

10

7

2

0鞭

13

8

11

9

1

61

無鎮県数

(D)

3

1

1

3

3

2

1

3

3

3

1

1

17

5

2

4

2

2

3

0

18

1

1

2

3

0

1

0

2

10

1

1

1

6

5

0

0

0

1

15

旦
A

1。82

1.57

1.85

1.53

0.50

0.50

1.60

0.25

0.50

0

1,75

1.50

0.81

0.25

0.83

0.20

2.50

0.75

0.25

1.25

0.86

2.57

4.40

0.33

0.50

1.00

0.50

7.00

1.20

2.20

1.67

1.40

0.67

0

1.30

2,00

2。75

1.80

0.50

1.36

旦
C

3.32

1.86

3.08

2.05

7.67

4.00

1.75

12.00

6.00

oo

1.00

3.67

3.73

8.00

4.00

19.00

1.40

6.33

19.00

5.00

4.34

1.56

0.50

5.00

8.50

3.50

8.00

0.36

1.50

1.36

2。90

2.00

6.50

oo

2.15

2.75

1.18

0.89

4.00

2.39

主戸数

183,770

78,550

65,490

102,321

67,216

73,642

35,120

49,560

75,281

36,806

32,519

33,948

56,178

84,870

42,358

67,260

41,045

48,470

45,367

40,772

17,370

12,135

13,132

14,118

21,946

6,640

21,758

31,675

14,744

20,959

22,742

62,156

25,649

45,624

24,139

5,666

客戸数

51,829

37,125

25,844

39,548

25,846

76,505

24,969

28,670

47,700

13,125

24,008

51,541

39,524

19,046

20,252

66,777

14,453

11,807

14,469

52,255

17,105

25,977

23,049

7,113

5,033

24,935

11,243

25,777

16,232

2,423

7,333

75,930

18,584

45,784

28,236

12,732

備考
(※内容)(昊%)

(17.6%)

場1(7.1%)

(14,2%)

(23%)

務2

纂4

(53.1%)

(48.6%)

(33.3%)

関1

(33.3%)



河

北

路

東

路

河

北

路

西

路

西

路

永

興

軍

路

浬州

濾州

翼州

濠州

博州

様州

莫州

雄州

覇州

徳州

濱州

恩州

永静軍

乾寧軍

信安軍

保定軍

o

眞定府

相州

定州

邪州

懐州

衛州

洛州

深州

磁州

邨州

趙州

保州

安粛軍

永寧軍

広信軍

順安軍

o

京兆府

河中府

陳州

延州

同州

華州

耀州

那州

鄭州

5

5

6

2

4

3

1

2

2

2

2

3

3

鎮1(纂6)

(粟6)

(纂2)

41

8(纂1)

4

7(粟1)

5

2

4・1

4

5

3

2

4

1

1

1

1

1

54

14・2

7

7・2

7・1(城2)

6・1

5・2

7・1

4

4

17

33

16

11

14

13

8

7

5

10

5

12

11

2

164

39

8

23

18

13

12

12

18

6

10

18

8

3

7

4

2

201

43

16

25

12

30

30

32

28

12

3 3

21 0

10 1

8 0

10 0

10 0

IM 0

oM 2

1襯 1

10 0

11 0

14 0

8 1

1 0

108 8

5 5

3肇 1

3 5

6 1

5 0

4嶽 1

10 o

0 5

8嶺 0

1 1

4 0

O豪 1

0 1

1 0

0 1

0 1

50 23

17 4

5 5

9 3

3嶽 4

6 2

8 0

2 5

5 0

2 2

0.60

4.20

1.67

4.00

2.50

3.33

1.00

0

0.50

5.00

5.50

4.67

2.67

1.00

2.63

0.63

O.75

0.43

1.20

2.50

0.80

2.50

0

2.67

0.50

1.OO

0

0

1.00

0

0

0。93

1.06

0.71

1.00

0.38

0.86

1.14

0.25

1.25

0.50

5.67

1.57

1.60

1.38

1.40

1.30

8.00

oo

5,00

1.00

0.45

0.86

1.38

2.∞

1.52

7.80

2.67

7.67

3.00

2.60

3.00

1.20

oo

0.75

10.00

4.50

oo

o o

7.00

OQ

oo

4.02

2.53

3.20

2.78

4.00

5.∞

3.75

16.00

5.60

6.00

36,637

52,376

42,000

31,601

49,854

30,580

13,000

8,707

14,102

18,811

14,612

32,535

20,273

5.623

318

828

69,753

26,753

44,530

38,936

19,234

33,843

25,107

33,518

20,024

21,268

35,481

21,453

5,097

13,582

3,173

6,106

玉58,072

49,351

32,840

34,918

69,044

68,344

19,802

53,652

19,442

19,352

4,535

9,136

1,726

23,038

8,363

436

262

957

18,027

31,721

22,049

13,112

1,193

391

233

12,854

21,093

14,730

21,697

13,682

13,873

10,652

5,250

9,101

224

6,256

3,420

1,004

9,057

180

3,831

65,240

5,516

11,552

1,349

10,556

11,836

6,108

60,185

7,674

棄2

秦8

棄8

(19.5%)

務1

場1

務1

纂1

(42.5%)

纂54,61



映

西

路

永

興

軍

路

西

路

秦

鳳

路

河

東

路

解州

酬
號州

商州

寧州

坊州

丹州

環州

保安軍

o

鳳翔府

秦州

浬州

煕州

隣州

成州

鳳州

眠州

澗州

原州

階州

河州

蘭州

鎮戎軍

徳順軍

通遠軍

o

太原府

{路州

晋州

永安軍

麟州

緯州

代州

隔州

折州

扮州

澤州

憲州

嵐州

石州

遼州

豊州

3

3

3

5

4

2

1

1

(棊2)(量1)

92

10・1

4・1(餐{i・ 寮7)

3

1(棄1,量8)

4

2

3

2・1(纂5,墨3)

5

2(鎮2,棊5)

2

(城1,棄2,塗2,関1)

(棊1,量4)

(城1,棊7,量2)

(城1,棊5,量1)

(鎮1,城1,纂6,Sl)

41

9・2

7

9・(務2)

1

3

7

4

7

1

4

6

1

3

5

1

(纂2)

5

17

3

9

22

8

9

3

304

48

8

20

16

4

7

3

17

7

7

137

55

24

28

1

32

19

26

21

34

14

3

12

12

2

1 2

11叢 0

2蟻 1

7m 2

6 0

2豪 1

2 0

4聚 0

92 31

14頚 3

11 0

1 2

1

6 1

3蟻 0

12頚 0

10 0

6豪 1

1 1

10豪 0

74 9

2豪 7

2 5

3 6

O鞭 1

1頚 3

2嶺 3

1襯 6

O聚 1

1嵐 3

1 5

0 1

O蟻 3

0縦 5

3蟻 0

0.33

3.67

0.67

1.40

1.50

1.00

2.00

4.00

1.00

1.27

2.20

0.33

1.50

1.50

4.00

3.33

1.20

0,50

5.00

1。80

0.18

0.29

0.33

0

0.14

0.50

0.14

0

0.25

0.17

0

0

0

3.00

5.00

1.55

1.50

1.29

3.67

4.00

4.50

0.75

3.30

3.43

0.73

20.00

2.67

1.33

0.58

0.30

2.83

7.00

0.70

1.85

27.50

12.00

9.33

oo

32.∞

9.50

26.00

∞

34.00

14.00

oo

∞

o o

0.67

25,004

12,638

10,606

18,089

33,268

8,236

7,988

4,199

919

127,018

43,236

18,218

199

15,702

12,000

20,294

29,960

26,640

16,MO

23,936

295

419

1,434

7,589

1,390

78,566

39,378

79,476

1,262

3,790

55,522

18,779

37,836

12,471

41,655

38,991

2.741

10,146

12,624

5,578

22

3,931

6,382

6,965

62,336

4,106

5,403

1,847

2,384

122

44,511

23,808

7,772

1.157

9,072

2.659

17,900

7,761

10,996

5,561

17,725

296

224

2,696

9,152

3,337

27,572

13,167

4,598

78

196

6,535

11,125

1.121

4,751

11,482

12,708

811

1,313

2,179

1,725

136

棄6,璽3

監2

場5,監1

場1

纂8

(33.6%)

務1

場1

監1

場3

棊3

(21.9%)

纂2

棊3,量4

纂3,量7

監1

案14

務1,関3

棄3,関1

監1

棄1,量1

棄6

棊1



河

東

路

南

路

東

路

潅

南

路

西

路

両

漸

路

威勝軍

平定軍

奇嵐軍

寧化軍

火山軍

保徳軍

o

揚州

毫州

宿州

楚州

海州

泰州

洒州

絵州

眞州

通州

o

寿州

塵州

斬州

和州

紆州

濠州

光州

黄州

無為軍

o

杭州

越州

蘇州

潤州

湖州

婆州

明州

常州

温州

台州

虜州

衙州

睦州

秀州

o

4

2

1

(棄1>

(棊1)

(津2)

77

3

7

4

5

4

4

3

3

2

2

37

5

3

4

3

5・1

2

4

3

3

33

9

8

5

3

6

7

6

5

4

5

6

5

6・1

4

80

12

8

2

2

307

63

51

16

23

6

15

17

14

16

6

227

43

18

17

16

19

14

23

18

26

194

88

132

66

29

62

66

39

93

41

43

32

57

49

62

859

2 2

0藁 2

0 1

0

18 54

13 0

8 0

9 1

7■ 1

2 2

6 0

9 0

3 1

3 0

2 0

62 5

29 0

14 0

5 1

15豪 0

17 1

5 0

3 3

14 0

10蟻 0

112 5

12嶽 4

9 4

4 3

5燦 1

6 1

1蟻 6

3豪 3

10 0

7羅 1

9議 2

3M 3

2叢 3

0 6

4M 1

75

0.50

0

0

0.23

4。33

1.14

2.25

1.40

0.50

1,50

3.00

1.00

1.50

1.00

1.68

5.80

4.67

1.25

5.00

2。83

2.50

0。75

4.67

3.33

3.39

1.33

1.13

0.80

1.67

1.00

0。14

O.50

2,00

1.75

1,80

0.50

0.40

0

1.OO

0.94

6.00

co

oo

17,06

4.85

6.38

1.78

3.29

3.00

2.50

1.89

4.67

5.33

3.00

3.66

1.48

1.29

3.40

1.07

1.12

2.80

7,67

1.29

2.60

1.73

7.33

14.67

16.50

5.80

10.33

66.00

13.00

9.30

5.86

4.78

10.67

28.50

oo

15.50

11.45

16,190

7,176

814

476

1,304

611

29,077

86,811

57,818

59,727

26,983

37,339

35,725

29,922

16,790

28,692

56,003

60,136

74,017

26,163

79,050

31,837

25,296

32,933

40,258

164,293

152,585

158,767

33,318

134,612

129,751

57,874

90,852

80,489

120,481

20,363

69,245

66,915

139,137

7,916

257

1,692

640

571

217

24,855

34,468

48,006

20,018

26,060

7,102

17,240

10,363

17,068

3.247

72,705

30,352

38,356

13,126

47,434

15,477

40,662

49,005

11。629

38,510

337

15,202

21,480

10,509

8,346

57,334

45,508

41,427

25,232

68,995

17,552

9,836

0

纂3

(70。1%)

場9

(13.5%)

棄3

場1

(15.1%)

場2,監2

棄1

場1

場1,監1

場4

場2

場2

場2

場4,監2

(47.5%〉



江

南

路

東

路

江

南

路

西

路

荊

湖

南

路

荊

湖

路

北

路

江寧州

宜州

飲州

江州

池州

饒州

信州

太平州

南康軍

広徳軍

o

洪州

慶州

吉州

衰州

撫州

笥州

興国軍

南安軍

臨江軍

建昌軍

o

潭州

衡州

道州

永州

梛州

郡州

全州

桂陽監

o

江陵府

那州

安州

鼎州

澄州

酬
岳州

帰州

況州

誠州

o

成都府

5

6

6

5・(1)

6・(1)

6・(1)

6

3

3

2

48(3)

?

10

8

4

4

3

3

3

3

2

47

11

5

3

3

4

4

2

2

34

8

8・(1)

5

3

4

4

5

4(城1,塞3)

3(棄1)

1

45

9

86

63

53

37

34

56

52

24

32

14

451

81

50

60

34

27*

40

13

12

25

16

358

80

35

35

27

28

26

9

22

262

59

44

8

20

15

53

21

13

20(蟻)

(※)

253

131

15

4

1

4

8

2肇

2聚

11

6

1

54

15

4蟻

6

6叢

4

0

11豪

3叢

3

0

52

5豪

7瓢

1蟻

O疑

0嶺

2■

7M

1叢

23

22

3

10

2

2m

0嶺

3嶺

1蟻

0

O崇

43

19

0

4

5

3

2

4

4

1

2

1

26

2

9

4

1

3

3

1

1

1

2

27

6

2

2

3

4

2

0

1

17

0

6

1

2

3

4

4

3

23

1

3.00

0.67

0.17

0.80

1.33

0.33

0.33

3.67

2.00

0.55

1.13

2。14

0.40

0.75

1.50

1.00

0

3.67

1.00

1.00

0

1.11

O.45

1.40

0.33

0

0

0.50

3.50

0.50

0.68

2.75

0.38

2.00

0.67

0.50

0

0.60

0.25

0

0.96

2.11

5.73

15.75

53.00

9.25

4.25

28.00

26.00

2.18

5.33

14.00

8.35

5.40

12.50

10.00

5.67

6.75

oo

1.18

4.00

8.33

oo

6.88

16.00

5.OO

35.00

oo

co

13.00

1.29

22,00

11.394

2.68

14.67

0.80

10,00

7,50

oo

7.00

13.00

oO

5.88

6.89

118,597

120,959

103,716

75,888

106,657

153,605

109,410

41,720

55,527

40,146

180,76o

81,621

130,767

79,207

93,915

36,134

40,970

34,024

68,286

89,582

175,660

74,081

23,036

58,625

21,912

61,841

29,648

38,066

56,314

53,150

25,524

33,064

19,403

12,609

50,605

5,669

7,051

9,734

119,388

49,865

21,853

2,868

19,496

24,708

34.590

23,207

9,277

14,969

253

75,474

16,507

142,630

50,477

61,921

43,457

12,890

1,775

21,110

25,626

182,164

105,963

13,646

28,576

15,076

35,393

4,737

9,982

133,608

72.107

35,102

8,096

39,276

32,887

46.079

3,244

3,514

741

49.710

〔鋳銭〕

〔 〃 〕

場1〔 〃〕

場4

(54.1%)

場6

務1

監1,場1,務1

務2

(57.4%)

場3

監1,場1

場2

纂1

坑5

纂9,量3

纂7

坑9

(50%)

〔鋳銅銭〕

泰6

棄6,場1,井2

棄2,場1

(※)舗

(※)肇 皆!1環碧団



成

都

府

路

梓

州

路

利

州

路

眉州

蜀州

彰州

綿州

漢州

嘉州

耶州

黎州

雅州

茂州

簡州

威州

陵井監

o

梓州

遂州

果州

資州

普州

昌州

戎州

濾州

合州

栄州

渠州

懐安軍

広安軍

富順監

o

興元府

利州

洋州

間州

剣州

巴州

文州

興州

蓬州

龍州

三泉県

剣門関

o

菱州

4

5

4

8

4

5・(1)

6・(1)

1

4(場1)

2(粟1,関1)

2

2

2・(井1)

58(6)

9

5

3

4

3

3

2

3(監2,城1)

5

4

3

2

3

(鎮13,井1)

49

4(場1)

4

3

7

6

5

1

2

4

2

鎮2

40

2

50

83

87

94

73

50

44

5

22

2

19

4

16

680

65

46

24

37

29

15

18

3

29

13

21

29

20

349

23

39

47

41

53

44

9

10

21

6

4

297

19

1sM

10

5蟻

27聚

15剃

17

11肇

7

4礪

1

15

0

14

163

37叢

30

25娠

32

2蟻

5嵌

45

14

38崇

10

339

9豪

9

1

27

17"

15

5蝦

2豪

31

2巖

0

118

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

1

0

2

0

8

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

3

0

0

2

0

0

0

0

1

0

1

2

6

2

4.50

2.00

1.25

3.38

3.75

3.40

1.83

7.00

1.00

0.50

7.50

0

7.00

2.81

4.11

6.00

11.67

6.25

10.67

12.67

1.00

1.67

9.oo

3.50

12.67

5.00

9.33

6.92

2.25

2.25

0.33

3.86

2.83

3.00

5.00

1.00

7.75

1.00

0

2.95

0

2,78

8.30

17.40

3.48

4.87

2.94

4.00

0.71

5.50

2.00

1.27

o o

1.14

4.17

1.76

1.53

0.69

1.48

0.91

0.39

9.oo

0.60

0.64

0.93

0.55

2.90

0.71

1.03

2.56

4.33

47.00

1.52

3.12

2.93

1.80

5.00

0.68

3.00

oo

2.52

∞

48,17ウ

65,599

57,418

106,064

61,697

17,720

63,049

1,797

13,461

318

32,638

1,286

31,909

58,707

31,651

38,333

17,879

9,122

5,822

12,833

2,647

18,013

4,911

1o,910

24,141

10,521

2,991

48,567

5,535

32,159

36,536

20,659

8,605

11,535

3,192

15,212

3,796

3,337

7.497

27,950

13,328

14,999

17,085

16,843

52D826

17,081

915

9,526

239

7,576

383

15,419

22,464

19,536

14,085

21,586

20,378

28,641

4,186

32,417

18,621

11,754

9,894

3,184

14,751

8,193

9,161

16,644

27,138

17.701

7,586

23,261

573

10,052

20,596

ng426

2,977

3.716

場1

場3

棄1,場6

塞2,場2

場2

〔鋳鉄銭〕場1

〔鋳鉄銭〕魏'喧1

棄2,場4

(13.8%)

井78,冶5

井84,冶1

井1

棄11

井1

(6。1%)

場1,務1

棄6

案9,務1

場1

纂1

(15%)



蔓

州

路

福

建

路

広

南

路

東

路

広南

路

西路

蛤州

達州

施州

忠州

万州

開州

渚州

槍州

雲安軍

梁山軍

南平軍

大寧監

o

福州

建州

泉州

南剣州

汀州

潭州

郡武軍

興化軍

o

広州

部州

循州

潮州

連州

賀州

封州

端州

新州

康州

南恩州

梅州

南雄州

英州

恵州

o

桂州

容州

邑州

象州

融州

2

5(院1)

2

4(尉 司1)

2

2

3

3

1・(1)

1

2

1

30

12

6・(1>

7

5

4

4

4

3

45

7

4

3

2

3

3

2

2

1

2

2

1

2

2

4

40

10

3

2(案1,場1)

3

1(纂1,隻 …1)

9

36

15

23

17

18

14

16

13

5

16

4

205

65

35

33

18

15

13

15

13

207

30

27

7

11

22

9

8

8

5

8

9

5

10

14

10

183

26

15

14

11

10

6轍
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O嶺

0

2

2

2嶺

23嶺

2鞭

0

O朔

1

75

5肇

2i

0蟻

5廉

1鞭

4M

2峯

5M
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9頚

2嶺
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7頚

2豪

O豪
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2M

0

3蟻

O蟻

4

1

5蟻

0縦

36

11

1

4疑

0

2叢

0

1

2

4

1

1

2

0

0

1

2

0

16

7

5

7

3

3

2

2

1

30

4

2

2

0

2

3

2

0

1

0

2

0

1

0

4

23

4

2

1

3

0

3.00

7,40

0

0

1.00

1.00

0.67

7,67

2.00

0

0

1.00

2.50

0.42

0.33

0

1.00

0.25

1.00

0.50

1.67

0.53

1.29

0.50

0.33

3.50

0.67

0

0

1.00

0

1.50

0

4.00

0.50

2.50

0

0.90

1.10

0.33

2.00

0

2.00

1.50

0.97

oo

oo

8.50

9.00

7。00

0.70

6.50

oo

oo

4.00

2.73

13.00

17.50

oo

3.60

15.00

3.25

7.50

2.60

8.63

3.33

13.50

7.00

1,57

11.00

oo

oo

4.00

oo

2.67

oo

1.25

10.∞

2.80

oo

5.08

2.36

15.00

3.50

oo

5。00

790

6,476

9,323

12,137

6,457

8,704

2,570

11,423

4.535

3,623

617

1,301

114,636

69,126

141,199

59,355

66,157

35,920

58,590

35,153

64,796

53,501

25,634

56,912

30,438

33,938

1,726

11,269

8,480

8,979

5,748

5,824

18,686

6,690

23,365

56,791

10,229

4,870

5,435

2,818

2,058

40,165

9,781

23,713

14,098

16,296

15,878

29,657

6,543

8,654

3,020

5,329

96,916

117,440

60,207

60,206

15,297

64,549

29,400

20,084

78,465

3,937

21,558

17,770

6,504

6,267

1,013

13,834

5,167

21,466

6,548

1,653

1,329

37,756

9,553

3,547

418

3,283

2,845

纂33

場8

棄8

場1

棄1,量2

場1,井1

纂6渥1

(53.3%)

倉1,場7,坑1

〔鋳銭〕:7rkF,k庫

塩亭290,場7

棄1,場14,茶 焙5

場4,務3,坑2

塩団4,場2

場13

塩倉1

(66.7%)

場17,柵3

監1,場11

場6

務3,場4

場2

場1

場1

場1

場3

場2

場4

場5

場15

(57.5%)

纂1,場1,坑1



広

南

路

西

路

昭州

梧州

藤州

巽州

溝州

責州

柳州

宜州

賓州

横州

化州

高州

雷州

白州

欽州

膨林州

廉州

壌州

昌化軍

万安軍

朱崖監

o

4

1

2

1

1

1

3

5・(2)

3

1

2

3

1

1

2

2

2

5

3

2

(鎮2)
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14

11

12

7

4

4

10

18

9

5

7

21

5

6

7

7

10

18

5

2

2

260

10

3

O韻

0

0

11

0

7豪

1

0

1

0蟻

0叢

1

1

1

1斎

1蟻

0

0

0

56

0

0

2

1

1

0

3

4

2

1

1

3

1

0

1

1

1

4

3

2

41

2,50

3,00

0

0

0

11.00

0

1.40

0.33

0

0.50

O

0

1.00

0.50

0.50

0.50

0.20

0

0

0

0.88

1.40

3.67

oo

oo

oo

0.36

oo

2,57

9.oo

oo

7.00

oo

oo

6.00

7.00

7.00

10.00

18.00

oo

o o

oo

4.64

15,760

3,914

5,070

4,553

2,229

4.022

7,294

11,550

4,612

3,172

6.018

8,737

4,272

3,727

10,295

3,542

6,601

8,433

745

120

340

go

1,821

1,312

3,486

39912

3.438

1,436

4,273

3,008

279

3.255

3.029

9,512

862

257

2,003

891

530

90

97

11

場1

棄6,場1

監1,場1

秦1

棊2

柵2

(64%)



に
お
け
る
鎮

の
比
重
を
調
べ
る
た
め
に
、
県
数

(
A
)、
郷
数

(
B
)、
鎮
数

(C
)
、
無
鎮
県
数
1ー
鎮
の
無
い
県
数

(
D
)
の
相
関
数
値
を
求
め
た
。

そ
れ
は
、

C
一A
は

一
県
当
り
の
鎮
数
、
B
}C
は

一
鎮
当
り
い
く

つ
の
郷
が
あ
る
か
、
D
}A
は
府
州
軍
監
の
全
県
数
の
中

で
鎮
の
無

い
県
数
は
ど

の
程
度
の
割
合

(
%
)
か
、
以
上
が
計
算
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
も
示
す
も
の
と
し
て
第
3
表
を
作
成
し
よ
う
。
な
お
、
各
路
末
の
o
印
欄
は
各
路
ご

と
の
県
.監
数
、
郷
数
、
鎮
数
、
無
鎮
県
数
の
合
計
と
、
こ
れ
ら
計
算
し
た
C
}A
、
B
一C
、
D
一A
×
蜘
等
の
数
値
で
あ
る
。

各
数
字

や
数
値
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。
無
鎮
県
数

(D
)
1
鎮
の
無
い
県
の
数
、
こ
れ
は
わ
か
り
易
い
が
、
数
が
多

い
ほ
ど
鎮
の
無
い
県
数

が
多
く
、

そ
の
府
州
軍
監

の
鎮
の
発
達
が
悪

い
こ
と
を
示
そ
う
。
C
一A
…
…

一
県
当
り
の
鎮
数
を
意
味
す
る
が
、
数
値

1
は

一
県

一
個

の
鎮
、

二

.
五
〇

は

一
県
二
個
半
の
鎮
を
示
し
、
逆
に
○

.
五
〇
は

一
県
半
個
、
つ
ま
り
二
県
で

一
個
の
鎮
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

こ
の
数
が

一
・
○
○
以

上
数
が
多

い
ほ
ど
そ
の
府
州
軍
監
の
鎮
の
数
量
的
発
達
が
確
認
さ
れ
る
。
B
一C
…
…

一
鎮
当
り
い
く

つ
の
郷
が
属
し
て
い
る
か
を
示
し
、
数
が
多

い
ほ
ど

一
鎮
当
り
の
郷
数
11
農
村
部
が
多
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
郷
数
は
そ
も
そ
も
府
州
県
に
よ
っ
て

一
定
の
規
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

郷
数
が
多

い
府
州
県
も
少
な
い
府
州
県
も
あ
る
。
例
え
ば
、
華
北
の
京
東
路
東
西
や
同
南
路
、
北
路
、
河
北
路
東
西
、
陳
西
秦
鳳
路
な
ど
の
郷
数
は

少
な
く
、
准
南
路
東
西
、
両
漸
路
、
江
南
路
東
西
、
荊
湖
南
北
路
、
成
都
府
、
梓
州
路
、
利
州
路
、
菱
州
路
な
ど
が
多
い
。
成
都
府
は
五
八
県
で
六

八
〇
、

一
県
当
り

一
一
.
七
郷
も
あ
る
。
少
な
い
方
は
京
東
東
路
で

一
県
当
り
三
郷
、
同
西
路
で
三

・
七
郷
、
同
南
路
で
三
郷
、
同
北
路

で
三

・
二

郷
な
ど
と

な
っ
て
い
る
。
故
に
B
一C
の
数
値
だ
け
を
み
て
、
そ
の
府
州
の
鎭
の
発
達
の
具
合
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
お
、
参
考
に
挙

ハね
　

げ
た

『元
豊
九
域
志
」
記
載
の
各
府
州
軍
監
ご
と
の
主
戸
数
、
客
戸
数
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
も
各
数
値
、
数
字
と
の
連
関
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
の

井冶
場坑

関倉
務監粟墾甚 ×1・・

1219031.5%

2450.7

11024.1

74870.1

10575030.1

103014.3

185147.5

554.1

7557.4

2464050.6

205386018.6

686166.7

75457.5

511364.0

4294729040.3

で
割
愛
す
る
。
ど
う
も
、
主
戸
数

・
客
戸
数
の
多
少
と
鎭
の
発
達
と
は
関
係
が

な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
3
表
か
ら
各
路
各
地
方
の
比
較
を
行
う
に

は

一
覧
で
き
な
い
不
便
さ
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
第
3
表
を
第
2
表
と
対
照
す

る
の
も
不
便
で
あ
る
の
で
、
第
3
表
を
基
に
し
て
、
第

2
表
の
北
宋
代
の
地
域

順
に
見
合
う
第
4
表
を
作
成
し
て
み
よ
う
。

第

4
表

で
県
、
監
数
欄
の

(

)
の
数
値
は
郷
、
鎭
を
属
下
に
持
た
な
い
監

塗
塞
等
で
あ
り
、
C
一A
欄

の
▲
印
は
十
四
路
の
平
均
値
以
下
の
も
の
、
B
一C

欄

の
▼
は
同
十
四
路
の
平
均
値
以
上
の
も
の
を
示
す
。

D
一A
欄
の
○
印
は
三



『元 豊 九 域 志』各 路 県 監数 ・郷 数 鎮 数等 整 理 表

(A)(B)(C)(D)

第4表

旦C豆
A

無鎮
県数鎮数郷数県 ・監数名路

2.281.6534178406108(16)河北東西路

▼4.07▲0.84355823669京東東西路

2.60▲1.532012733083東京西京南京京西北路

▼17.06▲0.23541830777(8)河東路

2.66▲1.2540166441133(78)陳西路毒鷺
2.422.491017442170准南東西路

▼11.45▲0.94387585980両漸路

▼8,35▲1.13265445148(3)江南東路

▼6.88▲1.11275235847江南西路

▼7.80▲0.84406651579(6)荊湖南北路

2.203.93336951,531177(27)成 都府 ・梓,利,憂 州路

▼8.63▲0.53302420745(1)福建路

▼5.08▲0.90233618340広南東路

▼4.64▲0.88415626064(10)広南西路

3.661.594511,7796,5051,120(149)十四路(計)

○
%
程
度
以
下
、
つ
ま
り
鎭
の
無
い
県
数
の
割
合
が
極
め

て
低
い
と
思
わ
れ
る

も
の
に
つ
け
た
。
備
考
欄
-
第
3
表
で
鎭
数
欄
に
※
印
を

つ
け
た
も
の
に
つ
い

て
、
そ
の
内
容
を
塞
塗
の
軍
事
警
察
的
防
御
施
設
、
関
倉
務
監
と
い
っ
た
営
業

管
理
事
務
所
的
な
施
設
、
そ
れ
に
井
冶
場
坑
等
の
生
産
現
業
現
場
の
三
種
に
大

別
し
た
。

第
4
表
か
ら
、
北
宋
代

で
は
い
ず
れ
の
数
値
を
と

っ
て
も
鎮
の
発
達
が
著
し

い
と
思
わ
れ
る
の
は
准
南
東
西
路
と
四
川
の
成
都
府

・
憂
州

・
利
州

・
梓
州
各

路
と
で
あ
る
。

つ
い
で
河
北
東
西
路
、
東
京

・
西
京

・
南
京

・
京
西
北
路
な
ど

が
続
く
。
逆
に
鎮
の
発
達
が
悪
い
と
思
わ
れ
る
路
は
河
東

路
、
つ
い
で
京
東
東

西
路
、
両
漸
路
、
江
南
東
西
路
、
荊
湖
南
北
路
、
福
建
路
、
広
南
西
路
な
ど
で

あ
る
。
江
南
、
華
中
、
華
南
の
主
要
部
分
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

よ
う
。
そ
れ
で
は
鎮
の
発
達
が
著
し
い
と
思
わ
れ
る
准
南
東
西
路
と
四
川
各
路

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
前
者
は
や
は
り
都
開
封
と
長
江
流
域
と
を
結
ぶ
交

通
-
物
流
の
経
過
地
域
に
位
置
し
て
そ
れ
が
鎮
の
発
達
を
促
し
た
と
考
え
ら
れ
、

後
者
は
井

(塩
)
冶

・
場

・
坑
な
ど
が
極
端
に
多
い
こ
と
か
ら
み
て
、
鎮
の
設

置
を
密
に
す
る
こ
と
が
行
政
の
必
要
性
か
ら
要
請
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
四
川
の
行
政
事
情
は
先
の
第
2
表
か
ら
は
全
く
窺
え
な
い
。

そ
れ
で
は
、
両
漸
路
、
江
南
東
西
路
、
福
建
路
な
ど

で
は
な
ぜ
数
値
が
鎮
の

発
達
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
以
上
の
数
値
は

す
べ
て
鎮

の
数
的
発
達
を
示
す
も
の
で
、
そ
の
質
的
発
展
を
示
す
も
の
で
な
い

と
い
う
こ
と
に
関
係
し
そ
う
で
あ
る
。
質
的
発
展
と
は
、

一
つ
に
は
鎮
の
都
市
規
模
i
人

口
数
と
か
、
経
済
商
工
業
活
動
量

と
か
ー
に
関
係
し
た
も

　
お
　

の
で
あ
り
、
次
に
は
鎮
の
行
政
分
担
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
斯
波
義
信
氏
や
梅
原
郁
氏
に
よ
れ
ば
、
宋
代
で
は
、
市
場
地
が
百
戸
以
上
、
通
常
数



千
戸
の
市
街
地
を
伴
う
聚
落
と
な
れ
ば

「鎮
」
に
指
定
さ
れ
る
。
鎮
は
率
ね
塩
場
、
酒
坊
、
商
税
場
を
含
む
ほ
か
、
独
自

の
四
至
領
域
を
有
し
、
稀

に
城
壁
を
存
し
、
監
鎮
官
、
巡
検

(時
に
県
尉
)
が
駐
し
、
坊
や
行
籍

(官
許
の
商
人
組
合
)
を
組
織
す
る
も
の
も
あ
り
、
市
街
は
州
県
治
に
準
じ

　け
　

「坊
郭
」

と
規
定
さ
れ
る
。
か
く
て
鎮
は
実
質
的
に
商
業
都
市
で
あ
り
、
ま
た
行
政
の
末
端
機
関
と
考
え
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
斯
波
氏
に
し

て
も
、
梅
原
氏
に
し
て
も
、
鎮
市

(あ
る
い
は
近
郊
市
街
地
も
)、
い
ず
れ
も
行
政
的
に
は
あ
く
ま
で

「郷
村
」

に
編
入
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し

て
い
る
。
斯
波
氏
は

「城
郭
」
、
「
郷
村
」
の
行
政
上
の
分
業
構
造
と
、
「都
市
」
「農
村
」
の
経
済
的
、
社
会
的
分
業
構
造
と

の
間
に
は
、
唐
以
後
前

　ヨ

者
が
固
定
し
、
後
者
が
流
動
生
成
を
重
ね
る
と
い
う
原
理
的
な
乖
離
が
明
瞭
化
す
る
傾
向
が
現
れ
る
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
果
し
て
然
り
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
宋
元
時
代
の
方
志
で

「鎮
」
の
行
政
分
担
に
関
係
し
た
史
料
を
収
集
し
て
み
よ
う
。

　
淳
煕
二
年

(
=

七
五
)
修

『新
安
志
』
巻
三
、
歓
県
、
鎮
塞
に
、

鎮
旧
有
三
。
巌
寺
鎮
、
在
県
西
二
十
五
里
、
新
館
鎮
、
在
東
三
十
里
、
街
口
鎮
、
在
南
百
里
。
今
唯
巌
鎮
、
設
官
収
酒
税
之
権
、
而
新
館
、
街

口
不
為
鎮
。

と
あ
り
、
ま
た
、
同
志
同
巻
酒
税
に
は
、

巌
寺
鎮
酒
税
、
以
紹
興
十
七
年
所
収
為
額
酒
六
千
六
百
三
十
六
貫
二
百
六
十

一
文
、
税
四
千
九
百
三
十
五
貫
三
十
八
文
。
坊
場
二
十
六
処
。

　
同
志
、
巻
四
、
祁
門
県
、
鎮
場
に
、

大
共
鎮
、
在
県
北
、
紹
興
二
十
三
年
正
月
、
例
罷
収
税
坊
場

一
処
、
河
渡
無
。

　
同
志
、
巻
五
、
婆
源
県
、
鎮
塞
に
、

唐
有
弦
高
、
五
福
二
鎮
、
皆
威
通
六
年
置
。
五
福
鎮
、
還
珠
里
是
也
。
弦
高
鎮
、
後
以
為
県
、
今
県
治
是
也
。
而
唐
開
元
中
、
旧
県
自
天
祐
至

国
朝
、
為
清
化
鎮
、
在
県
西
北
六
十
里
。

と
あ
り
、
ま
た
、
同
志
同
巻
酒
税
に
は
、

酒
以
紹
興
九
年
所
収
為
額
万
七
千
五
十
五
貫
七
百
四
文
、
商
税
按
会
要
煕
寧
十
年
、
県
務
四
千
七
百
八
十
二
貫
七
百
五
十
文
、
清
化
鎮
二
百
四

十
四
貫
五
十
九
文
。
今
県
務
以
紹
興
五
年
所
収
為
額
千
八
百
七
貫
八
百
九
文
、
清
化
鎮
不
復
収
税
。

　
同
志
、
巻
五
、
影
県
、
鎮
場
に
、

西
武
鎮
、
在
県
西
二
十
里
、
脂
口
鎮
、
在
西
北
二
十
里
緊
簾
簸
㌦
有
坊
場
二
処
。



　
景
定
二
年

(
一
二
六

一
)
修

『建
康
志
』
巻
十
六
彊
域
志
、
鎮
市
の
十
四
鎮
の
中
に
、

郡
歩
鎮
、
在
漂
水
県
南

一
百
二
十
里
。
乾
道
四
年
正
月
、
差
官
収
税
。
宝
祐
四
年
、
権
鎮
張
師
魯
、
申
府
移
東
填
市
収
税
。

肚
渚
鎮

、
在
漂
陽
県
西
南
六
十
里
、
乾
道
四
年
、
移
税
額
於
漂
水
県
郡
歩
。

　
同
志
、
巻

二
十
三
、
城
閾
志
、
務
場
に
、

王
沙
税
務
、
在
靖
安
鎮
。

抽
分
場
、
在
靖
安
鎮
。

同
志
、
同
巻
、
薬
局
、
安
撫
司
恵
民
局
の
割
註
に
、

一
在
天
津
橋
南
、

一
在
銀
行
街
、

一
在
鎮
准
橋
側
、

一
在
靖
安
鎮
。

同
志
、
同
巻
、
営
塞
に
、

竜
湾
遊
撃
水
軍
塞
、
在
靖
安
鎮
。

　
至
正
三
年

(
=
二
四
三
)
『金
陵
新
志
』
巻
四
、
彊
域
志
、
鎮
市
に
、

金
陵
鎮

、
在
江
寧
県
南
六
十
里
、
本
陶
呉
舗
、
宋
景
徳
二
年
改
為
鎮
、
今
有
税
務
。

秣
陵
鎮

、
在
江
寧
県
南
三
十
里
、
今
有
税
務

.
巡
検
司
。

常
寧

鎮
、
在
句
容
県
東
南
五
十
里
、
天
禧
元
年
以
鎮
置
塞
、
今
有
税
務
。

丁
蜀
鎮
、
在
句
容
県
北
六
十
里
、
有
巡
検
司
。

東
陽
鎮
、
在
句
容
県
西
北
六
十
里
、
…
…
今
有
税
務

.
巡
検
司
。

江
寧
鎮
、
在
江
寧
県
西
南
六
十
里
、
有
巡
検
司
。

郡
歩
鎮
、
在
漂
水
州
南

一
百
二
十
里
、
宋
乾
道
四
年
差
官
収
税
、
宝
祐
四
年
移
東
填
市
収
税
、
今
有
税
務

.
塩
倉

.
巡
検
司
。

高
淳
鎮
、
在
漂
水
州
南

一
百
里
、
有
税
務
、
巡
検
司
。

挙
善
鎮
、
俗
名
戴
歩
、
在
漂
陽
州
南
三
十
五
里
、
有
税
務
。

㈲
蘇
州
常
熟
県
の
至
正
二
三
年

(
=
二
六
三
)
『琴
川
志
』
巻

一
、
務
に
は
、

福
山

・
慶
安

・
梅
李

・
許
浦
四
鎮
、
各
有
税
務
、
類
供
郡
之
版
計
。
前
此
郡
惟
責
団
解
。
干
県
鎮
有
通
欠
、
悉
置
不
問
。
故
鎮
官
悟
弗
加
意
月



解
、
久
益
不
登
県
之
、
難
支
亦
其

一
也
。
嘉
定
間
、
令
葉
凱
歴
陳
其
弊
於
郡
、
乞
勒
各
鎮
樫
自
発
納
、
郡
守
林
侍
郎
采
慨
然
従
之
。
惟
福
山
以

兼
酒
、
故
尚
傍
旧
貫
。
至
淳
祐
初
、
令
趙
師
簡
復
有
請
、
乃
如
三
鎮
例
、
酒
税
併
自
給
於
郡
焉
。

同
志
、
同
巻
、
営
に
、

許
浦
水
軍
塞
、
在
県
東
北
七
十
里
、
乾
道
六
年
初
、
自
明
之
定
海
分
屯
干
此
。
…
…
先
是
、
建
炎
紹
興
、
隆
興
用
兵
時

、
水
軍
嘗
戌
江
陰
、
亦

頗
分
守
福
山
及
許
浦
、
為
要
害
之
地
方
湛
。
分
屯
之
初
、
許
浦
極
深
潤
、
実
可
蔵
戦
艦
、
東
出
海
門
料
角
之
間
、
勢
与
膠
西
相
直
。
然
比
十
余

年
来

、
許
浦
濃
塞
、
戦
艦
非
竪
鳩
不
可
容
、
非
潮
盛
不
可
浮
。
浦
外
沙
禅
亦
益
隆
起
、
潮
錐
盛
大
、
艦
装
重
亦
不
能
出

、
海
道
有
変
、
其
応
接

非
便
也
。
…
…
…

許
浦

巡
検
塞
。
土
兵

一
百
四
十
四
名
額
。

福
山
巡
検
塞
。
土
兵

一
百
四
十
四
名
額
。

白
茄
巡
検
塞
。
土
兵

一
百
四
十
四
名
額
。

同
志
、
同
巻
、
酒
坊
に
、

県
有
外
坊
十

一
、
輸
課
錐
不
繋
干
県
、
然
私
醸
犯
禁
、
県
得
理
焉
。
故
附
見
。

戸
部
酒
坊
四
名
、
以
謄
軍
吏
部
、
掲
閾
課
、
入
版
曹
、
而
両
漸
漕
臣
領
其
事
、
月
解
詣
漕
司
。
…
…
塘
頭
。
河
陽
。
原
塾
。
支
塘
。

本
府
酒
坊
五
、
許
民
間
買
撲
、
或
郡
自
遣
吏
給
本
措
置
、
課
入
輸
部
。
…
…
梅
里
。
尚
壁
。
徐
鳳
。
塗
菰
。
陸
河
。

　
嘉
定
六
年

(
一
二

=
二
)
「鎮
江
志
』
巻

一
二
、
宮
室
、
務
、
丹
陽
県
に
、

呂
城

酒
務
、
在
鎮
内
。

　
至
順
三
年

(
=
二
三
二
)
『鎮
江
志
』
巻
六
土
貢
に
、

商
課
歳
額
紗
榊
一
十
九
万
七
百
五
十
六
貫
二
銭
。
税
課

一
十
八
万
八
千
六
百
八
十
貫

一
銭
九
分
九
厘
。

在
城
務
六
万
五
千
六
百
四
十
五
貫
五
銭
九
厘
。

諌
壁
務
二
万
七
千
三
百
九
貫
七
銭
五
分
。

丁
角
務

一
万

一
千
九
百
七
十
二
貫
六
銭
九
分
。

丹
陽
県
二
万
八
千
六
十
五
貫
。



呂
城
務

一
万
九
百
七
十
九
貫
七
銭
五
分
。

金
壇
県

四
万
四
千
七
百
七
貫
五
銭
。

嘉
定
志

煕
寧
中
税
銭
三
万
八
十
余
繕
。

在
城

二
万
五
千
余
緒
。

諸
県
鎮

一
万
三
千
余
絡
。

同
志
、
巻

十
三
公
癬
、
治
所
に
、

江
口
税
官
庁
、
在
税
務
之
西
。
(註
)
都
商
税
官
文
武
両
庁
。
与
夫
酒
官
作
院
官
排
岸
、
及
五
庸
官
、
皆
無
官
舎
。
惟
江

口
税
官
兼
本
鎮
煙
火

公
事
、
有
庁
。

同

同
巻
、
治
所
、
丹
徒
県
に
、

高
資
巡
検
司
、
在
丹
徒
県
西
、
高
資
市
。

開
沙
巡
検
司
、
在
丹
徒
県
東
、
諌
壁
鎮
。

同
、
同
巻
、
治
所
、
丹
陽
県
に
、

包
港
巡
検
司
、
在
丹
陽
県
東
北
、
痺
城
市
。

呂
城
巡
検
司
、
在
丹
陽
県
東
、
呂
城
鎮
。

延
陵
巡
検
司
、
在
丹
陽
県
西
南
、
延
陵
鎮
。

同
志
、
同
巻
、
治
所
、
倉
、
丹
陽
県
に
、

有
年
倉
、
宋
置
、
在
呂
城
鎮
。
…
…
今
廃
。

同
志
、
同
巻
、
治
所
、
酒
酷
庫
務
、
丹
徒
県
に
、

江
口
鎮
槙
二
輻
艘
轟
…慣
舳
鍵
韓

同
志
、
同
巻
、
治
所
、
務
、
丹
陽
県
に
、

延
陵
税
務
、
在
鎮
内
。



延
陵
酒
務
、
在
鎮
内
。

呂
城
務
、
在
呂
城
鎮
煽
上
。

呂
城
酒
務
、
在
鎮
内
。

同
志
、
同
巻
、
治
所
、
駅
伝
、
丹
陽
県
に
、

呂
城
駅
、
在
丹
陽
県
永
済
郷
呂
城
鎮
泰
定
橋
之
西
北
。
至
元
十
八
年
柵
為
屋
、
大
小
二
十
九
櫨
。

同
志
、
同
巻
、
治
所
、
郵
伝
、
丹
徒
県
丹
陽
県
に
、

諌
壁
鋪
、
南
至
陶
荘
十
里
。

呂
城
鋪
、
南
至
武
進
県
張
店
鋪
九
里
。

同
志
、
同
巻
、
治
所
、
場
、
丹
徒
県
に
、

造
船
場
、
宋
置
、
在
江
口
鎮
。

　
威
淳
四
年

(
一
二
六
八
)
修

『毘
陵

(常
州
)
志
』
巻
六
、
官
寺
、
場
務
、
晋
陵

(県
)
に
、

横
林
務
、
在
県
東
二
十
五
里
。

同
、
武
進

(県
)
に
は
、

万
歳
務
、
在
県
北
。

青
城
務
、
在
県
北
。

同
、
宜
興

(県
)
に
は
、

湖
猷
務
、
在
県
南
四
十
里
。

張
渚
務
、
在
県
西
南
七
十
里
。

　
紹
煕
四
年

(
=

九
三
)
修

『雲
間
志
』
上
、
鎮
戌
に
、

青
竜
鎮
、
去
県
五
十
四
里
、
居
松
江
之
陰
、
海
商
輻
較
之
所
。
…
…
国
朝
景
祐
中
、
置
文
臣
理
鎮
事
、
以
右
職
副
之
。
今
止
文
臣

一
員
。
政
和

間
、
改
日
通
恵
。
高
宗
即
位
、
俊
為
青
竜
云
。
管
界
水
陸
巡
検
司
、
在
青
竜
鎮
中
。

金
山
巡
検
使
、
在
県
東
南
九
十
里
。



　
威
淳
四
年

(
一
二
六
八
)
修

『臨
安
志
』
巻
五
十
四
、
官
寺
、
仁
和
県
に
、

尉
司
、
在
艮
山
門
外
范
浦
鎮
市
、
紹
興
元
年
正
月
尉
高
公
泰
建
。

買
納
支
塩
庁
、
在
湯
村
鎮
市
。

　
同
志
、
巻

五
十
五
、
官
寺
、
小
庫
九
に
、

安
漢
庫
-

在
安
漢
市
。
余
杭
庫
ー

在
余
杭
県
市
。
奉
口
庫
ー

在
奉
口
市
。
塩
官
庫
-

在
塩
官
県
市
。
長
安
庫
-
在
長
安
鎮
市
。
許
村

庫
ー
在
許
村
市
。
臨
平
庫
-
在
臨
平
鎮
市
。
湯
鎮
庫
-
在
湯
村
鎮
市
。

　
同
志
、
同
巻
、
官
寺
、
務
に
、

江
濫
橋
税
務
、
在
江
瀕
橋
鎮
市
。
淳
祐
三
年
重
建
。

　
宝
慶

『四
明
志
』
巻
三
、
務
鎮
官
に
、

鮎
埼
監
鎮
、
文

一
員
。

同
志
、
巻
十
四
、
奉
化
県
志
、
官
僚
に
、

鯖
埼
鎮
監
官
。

鯖
埼
塞
巡
検
。

　
嘉
泰
元
、

二
年

(
一
二
〇

一
・
二
)
修

『会
稽
志
」
巻
十
二
、
八
県
に
、

鎮
…
…
銭
清
鎮
、
在
県
西
北
五
十
里
。

場
…
…
銭
清
塩
場
、
在
県
西
北
五
十
里
。

鎮
…
…
西
興
鎮
、
在
県
西

一
十
二
里
。

漁
浦
鎮
、
在
県
南
三
十
五
里
。

倉
場
務

西
興
受
納
米
倉
、
在
県
西

一
十
二
里
。

西
興
商
税
場
、
在
県
西

一
十
二
里
。

漁
浦
税
場
、
在
県
南
五
十
里
。



西
興
酒
務
、
在
県
西

一
十
二
里
。

漁
浦
酒
務
、
在
県
南
三
十
四
里
二
百
三
十
歩
。

鎮
…
…
五
夫
鎮
、
在
県
北
三
十
里
。
今
廃
。

倉
場
務
…
…
五
夫
税
場
、
在
県
北
三
十
五
里
。

　
嘉
泰
元
年

(
=

一〇

一
)
『呉
興
志
」
巻
七
官
制
、
烏
程
県
に
、

監
烏
青
敬
鎮
税
兼
煙
火
公
事

一
員
、
多
差
文
臣
京
官
。

大
銭
管
界
巡
検

一
員
、
多
差
武
臣
大
使
臣
正
副
使
。

同
、
帰
安
県
に
、

施
渚
鎮
監
官

一
員
、
係
文
官
。
講

欄

同
、
長
興
県
に
、

監
四
安
鎮

一
員
。
駐
。

四
安
管
界
巡
検

一
員
。

監
合
難
槁
賞
酒
庫

一
員
。

監
和
平
槁
賞
酒
庫

一
員
。

同
、
徳
清
県
に
、

監
新
市
鎮

一
員
。

同
、
安
吉
県
に
、

監
梅
賂
酒
税

一
員
。

同
志
、
巻
八
公
癬
、
鳥
程
県
に
、

烏
渚
鎮
税
務
、
在
本
鎮
。
毎
宇
月
合
発

一
千
七
百
七
貫
文
、
経
係
本
鎮
団
綱
起
発
、
赴
州
庫
。
瀾
離

パ摘
鴇

一、

同
、
帰
安
県
に
、

図
経
載
、
場
務

一
、
商
税
売
茶
塩
場
、
在
施
渚
鎮
。
惟
税
場
、
渚
税
務
。
朋
伝謹
千
二



　
嘉
定
十
六
年

(
一
二
二
三
)
修

「赤
城
志
」
巻
七
公
癬
門
、
倉
庫
、
臨
海
に
、

章
安
酒
庫
、
在
県
東
南

一
百
二
十
里
章
安
橋
西
。
章
安
酷
庫
、
在
県
東
南

一
百
二
十
里
章
安
鎮
側
。
今
廃
。

同
、
場
務
、
臨
海
県
に
は
、

章
安
鎮
税
場
、
在
県
東
南

一
百
二
十
里
。
今
廃
。

同
、
場
務

、
黄
巌
県
に
は
、

路
橋
鎮
、
在
県
東
南
三
十
里
、
旧
名
新
安
。
後
省
罷
。

嬌
嶺
鎮
、
在
県
南

一
百
二
十
里
、
後
省
罷
。

同
、
場
務
、
寧
海
県
に
は
、

県
渚
鎮
、
在
県
南
七
十
里
、
唐
武
徳
中
建
。

　
至
元
二
十
五
年

(
一
二
八
八
)
「嘉
禾
志
」
巻
三
鎮
市
、
松
江
府
に
は
、

青
竜
鎮

、
在
府
東
北
五
十
四
里
。
…
…
今
鎮
治
延
表
、
有
学
、
有
獄
。
無
復
海
商
之
往
来
　
。

ま
た
、
正
徳

「松
江
府
志
」
巻
九
郷
保
、
鎮
市
に
、

宋
以
海
舶
輻
湊
、
烏
夷
為
市
。
又
設
監
鎮
、
理
財
鎮
。
故
有
治
、
有
学
、
有
獄
、
有
庫
、
有
倉
、
有
務
、
有
茶
場

・
酒
坊

・
水
陸
巡
司
。

鎮
の
行
政
分
担
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
よ
う
。

A
巡
検
司
の
設
置
…
…
丁
蜀
鎮

・
江
寧
鎮

()7(
)、
大
銭
鎮

(⑯
)

B
酒
坊
、
・酒
税
徴
収
場
…
…
巌
寺
鎮

(ω
)、
大
共
鎮

(②
)
清
化
鎮

(㈹
)、
廟
口
鎮

(ω
)

C
商
税
徴
収

、
税
務
の
設
置
…
…
郡
歩
鎮
、
社
渚
鎮

(㈲
)、
金
陵
鎮

・
常
寧
鎮

・
挙
善
鎮

(ω
)、
横
林
鎮
、
万
歳
鎮
、
青
城
鎮
、
湖
猷
鎮

.
張
渚

鎮

(⑳
)、
江
瀕
橋
鎮

(09
)
、
路
橋
鎮

・
嬌
嶺
鎮

・
県
渚
鎮

(09
)

D
税
務

・
酒
務
の
設
置
…
…
梅
里
鎮

()8(
)、
漁
浦
鎮

(㈲
)

E
倉
庫
場
の
設
置
…
…
安
渓
鎮
等

(の
a)、
五
夫
鎮

(㈲
)

F
塩
場

・
塩
倉
の
設
置
…
…
湯
村
鎮

(⑯
)、
銭
清
鎮

(㈲
)

G
税
務

・
酒
務

・
米
倉
…
…
西
興
鎮

(㈲
)



H
巡
検
司
と
税
務
の
設
置
…
…
秣
陵
鎮

・
東
陽
鎮

・
高
淳
鎮

()7(
)、
許
浦
鎮

・
福
山
鎮

(㈹
)、
延
陵
鎮

(00
)

1
尉
司

(県
尉
)
の
駐
在
…
…
苑
浦
鎮

(⑯
)

J
監
鎮
官
の
設
置
…
…
青
竜
鎮

(㈱
)、
鯖
埼
鎮

(㊨
)、
烏
青
猷
鎮

・
施
渚
鎮

・
四
安
鎮

・
新
市
鎮

(⑯
)

K
巡
検
司
と
税
務
と
そ
の
他
の
行
政
機
関
…
…
靖
安
鎮
-
安
撫
司
恵
民
薬
局

()6(
)、
郡
歩
鎮
-
塩
倉

(の
)、
呂
城
鎮
-
倉

・
駅

・
郵
伝
鋪

(働

⑩
)、
江

口
鎮
-
造
船
場

(⑩
)、
諌
壁
鎮
-
郵
伝
鋪

(oo
)
、
青
竜
鎮
-
治

(監
鎮
)、
鎮
学
、
獄
、
庫
、
茶
場
、
酒
坊
、
水
陸
巡
司

(㈲
)

こ
う
し
た
鎮
の
行
政
分
担
の
多
様
さ
は
、
史
料
の
記
載
表
現
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
必
ず
し
も
実
態
そ
の
も
の
と
考
え

ら
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ

る
が
、
A
-

K
種
々
の
行
政
分
担
が
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
鎮
は
、
そ
の
鎮
の
お
か
れ
た
種
々
の
条
件

に
よ
っ
て
行
政
分
担
に

い
ろ
い
ろ
と
差
異
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
最
も
分
担
の
軽
い
鎮
は
巡
検
司
の
設
置
だ
け
と
か
、
酒
税

・
商
税
の
徴
収
機
関
-
酒
務

・
税

務
し
か
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
か
ら
、
そ
の
鎮
専
門
の
行
政
官
-
監
鎮
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
、
学
、
獄
、
庫
、
各
種
場
が
設
け
ら
れ
、
文
字
通
り

県
城
ラ
ン
ク
の
行
政
機
関
ま
で
設
け
ら
れ
た
も
の
ま
で
、
種
々
の
差
異
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
宋
元
か
ら
明
前
半
期
、
鎮
が
行
政

の
末
端
機
関
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

三
、
明
末
以
降
、
清
代

の
行
政
サ
イ
ズ

1
行
政
と
民
間
組
織
-

第
2
表
か
ら
読
み
取
れ
る
二
番
目
の
重
要
な
問
題
は
、
明
か
ら
清
に
か
け
て
、
特
に
十
八
世
紀
後
葉
の
清
朝
乾
隆
期
の
人

口
増
加

に
対
す
る
行
政

の
対
応
が

い
か
に
行
わ
れ
た
か
で
あ
る
。
結
論
を
言
え
ば
、
そ
の
行
政
の
対
応
は
全
く
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
人
口
の
過
密
と
過
疎
現
象
か
ら
起

こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
は
そ
の
ま
ま
社
会
の
中
に
歪
と
な
っ
て
残
り
、
社
会
-
民
間
の
側
が
そ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
行
政
の
対

応
を
ま
ず
考
え
て
み
る
と
、
清
は
明
の
行
政
制
度
や
政
治
組
織
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
が
、
人
口
と
資
源
増
加
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
康
煕
三
年

(
一
六
六
四
)、
湖
広

(省
11
布
政
使
司
)
が
湖
北

・
湖
南
両
省
に
、
同
五
年

(
一
六
六
六
)
陳
西
者
が
陳
西

・
廿
粛
両
省

に
、
翌
六
年

(
一
六
六

七
)
江
蘇
省
が
江
蘇

・
安
徽
両
省
に
分
省
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
漢
人
の
少
数
民
族
地
域

へ
の
進
出
地
方
に
直
隷
州
や
直
隷
庁
が
新
設
さ
れ

る
こ
と
等
以
外
に
、
行
政
の
拡
大
は
殆
ど
み
ら
れ
な
か

っ
た
。
省
の
新
設
は
清
末
の
光
緒

一
〇
年

(
一
八
八
四
)
の
新
彊
省
、
同
一
三

年

(
一
八
八



七
)
の
台
湾
省

の
設
置
ま
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
県
数
の
増
加
も
微
増
で
、
漢
の
そ
れ

へ
の
回
復
は
ほ
ど
遠
か

っ
た
。
宋
代
で
は
前
節
に
み
た
ご
と

く
府
州
県
行

政
を
鎮
が
行
政
分
担
す
る
こ
と
で
行
政
量
全
体
が
拡
大
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
が
、
清
代
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

明
清
時
代

の
府
県
レ
ベ
ル
の
行
政
の
具
体
的
内
容
と
か
、
ま
し
て
行
政
量
の
実
数
な
ど
は
こ
れ
ま
で
案
外
わ
か

っ
て
い
な
い
。
今
後
、
種
々
な
方

法
で
測
定
計

量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
し
当

っ
て
筆
者
の
手
探
り
感
触
に
よ
る
感
じ
だ
け
を
言
え
ば
鎮

(
の
み
な
ら
ず

そ
れ
以
上
の
府
県
に

　お
　

し
て
も
)
行

政
は
後
退
し
て
い
た
感
が
あ
る
。
旧
稿
で
述
べ
た
ご
と
く
、
明
中
期
以
後
、
鎮
の
税
務

・
巡
検
司
等
は
廃
止
も
し
く
は
縮
小
さ
れ
る
傾

向
に
あ
り
、
た
と
え
清
朝
に
巡
検
の
復
活
が
あ

っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
宋
-
明
の
伝
統
的
な
鎮
行
政
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
。
種
々
の
事
柄
や
問

題
に
つ
い
て
今
後
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
別
の
事
実
関
係
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
明
末
以
降
、
清
代

の
行
政
サ
イ
ズ
の
測
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

単
純
な
も
の
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
行
政
の
欠
陥
を
民
間
が
埋
め
た
、
埋
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
民
間
と
は
地
域
住
民
と
客
商
ら
の
商

人
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
地
域
住
民
に
は
個
人
、
特

に
郷
紳
の
場
合
と
宗
族
な
ど
と
の
場
合
が
あ
る
。
後
者
客
商
ら
と
は
、
行
会
や
会
館

公
所
の
場
合

、
各
種
蕎
な
ど
の
組
織
の
場
合
が
あ
る
。
そ
の
全
体
的
考
察
は
な
お
、
今
後
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
し
当

り
、
前
節
i
宋
代
の

鎮
と
の
関
係

で
、
明
末
、
清
代
の
鎮
の
行
政
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
言
及
し
て
お
こ
う
。

県
以
下
の
地
方
区
轄
、
行
政
区
轄
で
あ
る
郷
、
鎮
の
方
志

で
あ
る
郷
志
、
鎮
志
は
、
そ
の
成
立
が
大
体
、
清
末
、
民
国
時
代

で
あ
る
が
、
中
に
次

の
よ
う
な
も

の
が
十
八
世
紀
乾
隆
年
間
以
前
の
編
纂

で
あ
る
。

①
康
煕
二
十
八
年

(
一
六
八
九
)
「具
区
志
」
(蘇
州
)

②
乾
隆
三
十
年

(
一
七
六
五
)
「呉
郡
甫
里
志
」
(同
)

③
康
煕
十

四
年

(
一
六
七
五
)
雍
正
続
纂
、
「済
壁
関
志
」
(同
)

④
乾
隆
三
十
六
年

(
一
七
七

一
)
「盛
湖
志
」
(蘇
州

・
呉
江
)

⑤
康
煕
五
十

一
年

(
一
七

一
二
)
「開
沙
志
」
(鎮
江
)

⑥
不
詳

「沙
頭
里
志
』
(蘇
州

・
太
倉
)

⑦
乾
隆
二
十
二
年

(
一
七
五
七
)
「乍
浦
志
」
(嘉
興

・
平
湖
)

⑧
乾
隆
五
十
七
年

(
一
七
九
二
)
「乍
浦
続
志
」
(
同
)



⑨
乾
隆

二
十
五
年

(
一
七
六
〇
)
『烏
青
鎮
志
」
(湖
州

.
烏
程
)

日
本
に
将
来
伝
来
し
た
も
の
を
列
挙
し
た
だ
け
な
の
で
、
実
際
に
編
さ
れ
た
郷

.
鎮
志
は
そ
の
数
倍
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
県
以
下
の
地
方
区

轄
に
つ
い
て
方
志
が
編
纂
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
郷

・
鎮
の
行
政
の
あ
り
方
の
何
か
の
面
を
示
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
各
郷

.
鎮
志
の
公
署

の
記
載
を

み
よ
う
。

①
康
煕

『
具
区
志
」
巻
九
官
署
に
は
、

ω
角
頭
巡
検
司
、
宋
時
本
在
湖
州
呂
山
界
。
元
祐
八
年
、
遷
設
於
洞
庭
山
'用
頭
。
明
洪
武
間
、
再
遷
於
後
保
、
正
統
間
、
巡
検
劉
珀
重
建
官
庁
。

今
衙

門
己
廃
、
設
官
如
故
。

、
、

、
、
、
、

東
山
巡
検
司
、
明
成
化
十
八
年
、
巡
撫
都
御
史
王
恕
奏
准
、
設
於
渡
水
橋
。
明
末
廃
。
本
朝
康
煕
廿
二
年
、
里
人
呉
時
雅
、
侶
衆
重
建
。

香
蘭
巡
検
司
、
在
馬
跡
山
山
案
前
湾
、
今
所
称
衙
門
坂
是
也
。
設
於
宋
、
明
廃
。

㈲
太
湖
営
、
国
朝
康
煕
四
年
、
漸
督
趙
廷
臣
題
設
。

遊
撃

一
員

衙
門
在
洞
庭
山
角

頭
大
歩
山
上
。

守
備

一
員

衙
門
在
烏
程
県
大
銭

千
総
二
員

(略
)

把
総
四
員

一
汎
守
呉
県
東
山
。

一
温
守
呉
江
県
呉
漢
。

蓬
兵

一
千
人
。

(略
)

④
乾
隆

「盛
湖
志
」
巻
下
建
置
志
に
、

㈲
本
朝
鼎
興
以
辛

文
教
日
盛
、
雍
正
年
間
奉
特
旨
、
省
会
各
設
書
険

発
幣
金
万
両

為
修
薯

。
惟
江
南
則
江
寧

.
蘇
州

.
揚
州
、
蚊
皆
設

焉
。
盛
沢
向
無
義

・
社
学
、
前
任
蘇
府
雅
、
勧
掲
公
費
、
設
有
書
院

一
所
、
在
充
字
牙
西
柵
。
乾
隆
九
年
七
月
十
三

日
、
知
蘇
州
府
事
覧
羅

雅
爾
吟
善
、
撰
記
立
碑
干
学
舎
第
三
進
東
壁
顔
、
日
松
陵
学
舎
。
知
県
丁
元
正
、
分
防
県
丞
熊
晋
。
碑
陰
、
乾
隆
十
年
清
和
月
、
県
丞
署
県

事
熊
晋
記
。

計
開



挑
重
英

・
段
宜
鉾
等
共
三
十
九
人
、
及
済
寧

・
済
南

・
平
陽
衆
商
共
掲
実
銀

一
千
零
二
十
両
零
四
分
。

一
、
置
買
沈
潤
潤
房
屋

一
所
、
併
基
地

・
漁
池

・
空
地
共
三
畝
九
分
、
価
二
伯
七
十
両
、
文
契
附
巻
。

一
、
除
修
造
外
、
存
各
典
生
息
銀
五
伯
両
、
毎
年
息
銀
六
十
両
、
遇
閏
加
五
両
。

　

一
、
東
首
房
屋
十

一
間
、
出
賃
毎
歳
収
足
制
銭
十
五
千
四
百
八
十
文
、
遇
閏
加
三
伯
九
十
文
。

一
、
毎
歳
塾
師
修
哺
五
十
両
、
門
役
工
食
六
両
。
余
作
会
課
飯
食
井
修
理
等
費
、
毎
年
例
、
由
分
防
庁
造
冊
、
報
府
核
鎗
。

一
、
学
舎
計
共
三
進
、
第

一
進
縞
門
三
間
、
第
二
進
敬
業
堂
五
間
、
第
三
進
七
間
、
内
設
先
賢
紫
陽
文
公
朱
子
神
位
。

ヘ

へ

㈹
又
添
設
義
学
、
教
読
、
其
按
年
公
費
、
係
本
色
原
住
長
沙
府
通
判
侃
南
漠
名
兆
鵬
掲
、
所
掲
田
畝
、
侃
属
本
家
掌
管
、
毎
年
交
七
折
銭
廿
八
両
、

作
修
腫
資
。

へ

③
又
乾
隆
年
間
、
設
立
社
倉
五
所
、
社
長
王
任
堂
等
五
人
、
分
任
其
事
穀
、
亦
分
貯
各
家
。

鋤
中
丞
書
院
、
為
巡
撫
呉
公
名
存
礼
設
也
。
康
煕
五
十
年
以
後
、
郡
豪
借
普
済
堂
名
、
私
税

一
鎮
紬
疋
設
櫃
、
按
日
敏
銭
。
是
時
行
頭
范
乗
如

・

湯
維
柱

・
戴
起
脆
等
、
奔
控
撫
憲
、
立
筋
禁
止
。
其
患
遂
熔
。
鎮
人
感
之
、
建
立
書
院
。
規
模
宏
廠
、
費
千
余
金
。
乾
隆

三
十
三
年
、
県
胃
籍

稽
査
匪
類
名
色
、
令
紬
綜
各
行
、
按
月
巡
環
填
報
、
為
累
。
亦
経
行
頭
陸
恵
中
等
、
控
府
餉
錆
。
此
与
前
事
、
皆
擾
累
商
民
之
弊
政
也
。
故
附

記
之
、
以
備
後
人
参
孜
。

㈹
盛
沢
属
分
湖
司
、
借
寓
白
衣
奄
、
無
所
為
公
署
也
。
自
添
設
分
防
庁
、
遂
即
以
呉
公
書
院
広
之
、
為
署
。

㈲
駐
防
圷
公
署
、
向
寓
充
字
牙
三
官
堂
。
康
煕
十
九
年
温
官
張
騎
竜
、
与
里
老
等
、
価
買
西
観
音
堂
、
居
之
。
遂
為
公
署
、
在
西
柵
口
。
後
又
添

設
汎
官

一
員
借
寓
。

o施
棺
局
、
設
在
火
神
廟
内
。
乾
隆
六
年
、
里
人
募
資
公
建
。
凡
孤
貧
者
到
局
領
棺
、
分
文
不
費
、
井
給
楮
錠
、
立
有
碑
賜
。
今
董
事
陸
恵
中
等
、

実
心
任
事
、
鎮
人
共
楽
道
之
。
近
又
添
置
水
竜
以
備
救
災
之
用
。

㈲
義
塚
、
管
君
宜
等
、
設
普
同
塔
干
地
蔵
奄
東
。
徽
人
、
設
義
塚
於
洞
真
宮
側
。
紹
興
人
、
設
義
塚
海
角
湾
種
福
奄
前
。
近
乾
隆
年
間
、
分
防
熊

公
名
晋
、
掲
設
義
塚
干
飯
字
圷
東
南
、
近
向
家
蕩
、
皆
美
事
也
。

ω
新
庄

旧
庄
向
在
市
河
南
北
大
街
、
四
郷
業
紬
、
倶
赴
主
筈
買
。
自
乾
隆
壬
申

(十
七
年
)
三
月
、
庄
面
被
火
災
者
多
、
因
子
西
腸
坪
之
極
南
、

択
地
面
空
澗
処
、
構
造
百
余
間
、
謂
之
新
庄
。



⑨
乾
隆

「
烏
青
鎮
志
」
巻
四
、
癬
宇
に
は
、

㈲
督
捕
同
知
署
、
在
烏
鎮
官
人
橋
西
、
康
煕
元
年
准
分
守
道
張
武
烈
条
陳
、
将
湖
府
総
捕
同
知
、
移
駐
鳥
鎮
、
給
以
控
制
江
浙

巡
塩
捕
盗
関
防
、

三
府
六
邑
悉
為
統
轄
。
徴
君
董
漢
策
掲
西
中
橋
在
空
房
、
為
癬
。
…
…
十
八
九
年
間
、
署
坦
、
回
駐
郡
城
。
雍
正
三
年
、
鎮
紳
士
沈
之
涛
等
、

以
塩
塩
不
靖
蔽
請
、
傍
駐
烏
鎮
、
以
資
弾
圧
。
四
年
巡
撫
李
衛
題
准
、
改
烏
鎮
捕
盗
同
知
。
六
年
給
価
、
買
進
士
唐
彦
暉
故
宅
。

㈲
青
鎮
巡
検
司
署
、
旧
在
自
林

(鎮
)。
康
煕
三
十
六
年
、
題
移
青
鎮
、
以
駐
防
廊
改
住
、
即
常
平
倉
故
趾
也
。
乾
隆
二
十
四
年
、
重
建
大
堂
。

o烏
鎮
駐
防
署
、
康
煕
九
年
、
干
添
設
舘
東
偏
巡
検
衙
廃
吐
、
井
寅
賓
館
三
間
改
住
。
旋
廃
、
寓
普
静
寺
。
乾
隆
二
年
、
千
総
呉
魁
営
建
干
旧
趾

西
。

⑪
青
鎮
駐
防
署
、
青
鎮
常
平
倉
改
駐
。
康
煕
三
十
六
年
、
改
巡
検
司
署
防
官
、
寓
僧
寺
。
乾
隆
三
年
、
把
総
呉
鵬
営
建
干
巡
検
司
署
西
東

一
間
、

亦
常
平
倉
吐
、
余
為
密
印
寺
僧
超
言
所
捨
地
。

以
上
現
存
署
。

㈹
鎮
守
将
軍
府

唐
制
無
考

　
　
ニ

セ
ロ
ゐハ
　

㈲
監
鎮
衙
…
…
至
徳
祐
丙
子
後
廃
。

　め

ボ

　
ニ
　

　

⑥
酒
務
…
…
至
徳
祐
丙
子
後
廃
。

㈹
青
鎮
酒
庫
…
…
宋
建
、
元
間
建
、
今
廃
。

ω
税
務
…
…
今
廃
。

ω
添
設
館
署
、
明
嘉
靖
十
九
年
、
副
使
施
儒
秦
、
請
立
県
、
部
議
添
設
通
判
、
建
署
干
普
静
寺
東
、
鳥
将
軍
廟
西
。
…
:
・国
朝
順
治
四
年
、
奉
例

裁
。

㈹
烏
鎮
巡
検
司
署
、
元
即
監
鎮
衙
故
趾
、
明
在
添
設
館
内
。

ω
烏
鎮
駐
防
署
、
添
設
庁
寅
賓
館
改
住
。

㊥
青
鎮
駐
防
署
、
青
鎮
常
平
倉
改
住
。

以
上
廃
署
。

0り
烏
鎮
常
平
倉
…
…
今
吐
存
、
倉
廃
。



　
青
鎮
常
平
倉
…
…
国
朝
倉
廃
、
為
防
官
駐
割
、
今
改
青
鎮
司
署
。

　
烏
鎮
社
学
、
旧
在
甘
泉
巷
内
。
明
正
徳
十
四
年
知
府
劉
天
和
建
。
嘉
靖
十
二
年
、
鳥
程
知
県
銭
学
、
修
澱
干
倭
。
万
暦
九
年
同
知
羅
斗
、
改
建

波
斯
巷
南
、
即
文
昌
祠
肚
也
。
中
為
堂
三
間
、
傍
供
文
昌
像
。
後
櫻
三
間
、
大
門
扁
以
小
学
、
置
田
十
九
畝
有
奇
、
共
収
租
二
十
三
石
五
斗
。

除
弁
糧
外
、
歳
延
師
、
訓
地
方
子
弟
、
詳
分
守
道
允
行
。

　
青
鎮
社
学
、
在
興
徳
橋
東
宝
閣
寺
之
西
南
。
明
正
徳
二
年
桐
郷
知
県
陸
節
建
。
八
年
知
県
任
洛
重
修
。
万
暦
二
十
五
年
修
真
観
道
士
承
佃
、
遂

廃
。　

朔
望
行
香
所
、
向
干
修
眞
観

・
社
学
二
処
。
乾
隆
二
十
三
年
同
知
董
世
寧
、
遵
制
井
謁
関
帝
殿

.
東
嶽
行
官

.
城
陛
廟
。
烏
将
軍
廟

(烏
鎮
土

神
)

・
索
度
明
王
廟

(青
鎮
土
神
)。

　
郷
約
所

朔
宣
講
干
普
静
寺
、
望
宣
講
干
密
印
寺
。

右
は
、
明
末
以
降
、
清
代
地
方
行
政
、
特
に
郷

・
鎮
行
政
の
三
タ
イ
プ
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。

　
は
蘇
州
西
方
、
洞
庭
山
近
く
の
郷
村
部
に
つ
い
て
で
あ
る
。
官
署
は
巡
検
司

(警
察
署
)
と
駐
留
軍
営
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
明
代
巡
検
司

は
こ
こ
で
も
廃
革
さ
れ

つ
つ
あ
り
、
東
山
巡
検
司
の
み
が
、
康
煕
二
十
二
年
に
里
人
の
侶
衆
で
重
建
さ
れ
た
。
こ
の
地
域
の
治

安
部
隊
は
明
ら
か
に

巡
検
か
ら
営
軍
に
移

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
は
、
絹
織
物
業
、
紬
の
特
産
地
、
蘇
州
南
方
の
運
河
沿
い
の
町
、
呉
江
県
盛
沢
鎮
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
①
の
ご
と
き
警
察
署
や
軍
の
斥
侯
屯
地

は
あ
る

(
E

・
F
)。
し
か
し
、
問
題
は
そ
の
他
の
公
署
で
あ
る
。
書
院

(A

・
D
)
・
義
学
の
教
育
機
関
、
社
倉

.
施
棺
局

.
義
塚
の
社
会
事
業
、

そ
れ
と
絹
織
物
会
所
的
な
庄
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
設
立
建
設
に
し
て
も
、
管
理
運
営
に
し
て
も
、
鎮
の
町
組
織
の
完
全
に
自
治
的
な
も
の

で
あ

っ
た
。
⑪
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
郡
豪
即
ち
蘇
州
の
郷
紳

(か
商
人
、
多
分
郷
紳

で
あ
ろ
う
)
が
普
済
堂
を
建
て
る
と
い
う
名
目
で
盛
沢
鎮
の
紬

疋
に
課
税
し
て
き
た
の
を
は
ね
返
し
た
行
頭
范
乗
和
に
し
て
も
、
乾
隆
三
十
三
年
呉
江
県
の
胃
吏
が
匪
類
稽
査
に
名
を
籍
り
て
紬
縣
各
行
か
ら
人
員

の
報
告
を
さ
せ
、
つ
い
で
に
上
納
金
1ー
ワ
イ
ロ
を
せ
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
を
拒
否
し
た
行
頭
陸
恵
中
に
し
て
も
、
彼
の
織
田
信
長
の
軍
資
金
上
納

を
拒
否
し
た
堺
町
衆
の
ご
と
く
、
い
わ
ゆ
る
都
市
の
自
治
を
掌
握
し
た
ギ
ル
ド

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
を
髪
髭
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
明
ら
か
に
、
彼
ら

盛
沢
鎮

の
大
商
人
は
蘇
州
人
と
肩
を
並
べ
、
「江
南
は
江
寧

(南
京
)
・
蘇
州

・
揚
州
に
は
書
院
が
あ
る
が
、
わ
が
町
盛
沢
に
は
向
に
義
学

.
社
学
無

し
」
と
い
っ
た
江
南
の
超

一
流
都
市
南
京

・
蘇
州

・
揚
州
と
も
対
抗
し
よ
う
と
す
る
気
さ
え
窺
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
盛
沢
鎮

の
町
に
は
、
済
寧

.



済
南

(山
東
)、
平
陽

(山
西
)
出
身
者

(以
上
A
)
か
ら
、
新
安

(徽
人
)

・
紹
興
人

(以
上
H
)
な
ど
山
東
、
山
西
、
新
安
、
浙
江

の
全
国
型

客
商
が
蝟
集
し
て
い
た
。
な
お
こ
う
し
た
書
院
や
社
学

・
義
学
な
ど
は
商
人
と
て
も
学
問
教
育
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
盛

沢
鎮
で
は

「松
陵
学
舎
」
と
名
付
け
ら
れ
た
よ
り
町
人
的
な
学
校
の
方
が
、
巡
撫
呉
公
存
礼
の
名
に
因
む
中
丞
書
院
よ
り
盛

ん
で
あ

っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
呉
公
書
院
は
後
に
盛
沢
属
分
湖
司
に
改
築
さ
れ
る
。
も

っ
と
も
、
巡
撫
呉
存
礼
の
名
を
付
す
書
院
も
、
先
述
の
ご
と
く
再
度
に
わ
た
る
外
部
か

ら
の
圧
迫
干
渉
を
は
ね
つ
け
た
盛
沢
鎮
の
記
念
碑
で
は
あ

っ
た

(以
備
後
人
参
孜
と
あ
る
)
が
。
さ
ら
に
、
施
棺
局
や
義
塚
な
ど
鎮
住
民
の
相
互
扶

助
を
示
す
が
、
⑥
の
末
文
に
水
竜

(ポ

ン
プ
)
添
置
に
よ
る
防
火
組
織
の
建
立
さ
え
も
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑨
は
、
や
は
り
太
湖
南
岸
、
湖
綜
で
知
ら
れ
る
手
工
業
の
町
、
す
で
に
宋
代
よ
り
著
名
な
烏
青
鎮
で
あ
る
が
、
こ
の
鎮
は
も
と
烏
鎮

(湖
洲
府
烏

程
県
)
と
青
鎮

(嘉
興
府
桐
郷
県
)
と
が

一
つ
に
な
っ
た
、
い
わ
ば
双
子
都
市
で
あ
る
が
、
両
者
が
行
政
系
統
を
異
な
る
と

こ
ろ
に
所
属
し
て
い
た

た
め
、
い
わ
ば
境
上
の
町
特
有
の
現
象
に
対
応
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
警
察

・
治
安
的
現
象
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
⑨
は
清
代
に
な

っ
て
も
、

督
捕
同
知
署
以
下
の
そ
う
し
た
公
署
が
多

い
。
(
A

・
B

・
C

・
D
V。
し
か
し
、
そ
れ
と
て
も
、
明
か
ら
清
に
か
け
廃
絶
を
く
り
返
し
民
間
の
寺
院

や

一
般
住
宅
に
寓
居
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
な
お
、
⑨
は
現
存
署
の
廃
置

(
F
l

M
)
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
巡
検
司

・
税
務
以
外
は
全
て
宋
元
時

代
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(
N
)の
常
平
倉
以
下
の
も
の
も
、
廃
止
の
も
の

(常
平
倉
、
青
鎮
社
学
)
と
現
存
の
も
の

(烏
鎮
社
学

・
朔
望
行

香
所

・
郷
約
所
)
と
が
あ
る
。
後
者
は
や
や
、
烏
青
鎮
の
町
の
も
の
ら
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
府
県
行
政
と
の
結
び

つ
き
の
強
い
、

顔
が
上
を
向
い
て
い
る
観
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
盛
沢
鎮
と
は
好
対
象
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

小

結

宋
元
代

の
鎮
は
、
商
税

・
酒
税
の
徴
収
と
か
巡
検
司
が
配
さ
れ
た
行
政
の
末
端
機
関
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
明
末
以
降
、
清
代
の
鎮
と
な
る
と
、

盛
沢
鎮
の
ご
と
く
、
鎮
住
民
の
教
育
や
社
会
事
業
、
相
互
扶
助
の
た
め
の
行
政
を
実
現
す
る
地
域
住
民
の
町
作
り
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
住
民

の
側
で
も
私
財
を
投
じ
、
ま
た
自
ら
の
生
命
を
捧
げ
る
ま
で
し
て
自
ら
の
鎮
の
た
め
に
努
力
し
よ
う
と
す
る
こ
と
さ
え
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
鎮
や
各
種
の
行
政
体
は
む
し
ろ
少
数
で
あ

っ
た
。
行
政
と
は
上
意
下
達
の
、
上
か
ら
の
国
家
意
志
を
具
体
化
す
る
こ
と

の
方
が

一
般
的

で
あ
り

そ
れ
が
伝
統
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
人
々
は
行
政
に
よ
ら
ず
、
自
ら
の
組
織
-
家
で
あ
り
、
宗
族
で
あ
り
、
行
会

で
あ
り
、
会
館

・
公
所

で
あ
り
、
ま

た
、
各
種

の
帯
、
秘
密
結
社
、
宗
教
結
社
ー

に
自
ら
の
生
を
保
障
す
る
場
や

つ
な
が
り
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
さ
し
当
り
、
か
か
る
民



間

組

織

は
行

政

と

真

向

か

ら

衝

突

す

る

も

の

で
な

か

っ
た

こ
と

は
断

っ
て

お

く
必

要

が

あ

ろ
う

。

註(
1
)

西
嶋
定
生

『中
国
古
代
国
家

と
東

ア
ジ
ア
世
界
」

(東
京
大
学
出
版
会

、

一
九

八
三

)
第

一
篇
中
国
古
代
国
家

の
構
造
、
第

一
章

序
説
、
七
-

八
頁

。

(
2
)

「
個
別
人
身
的
支
配
」

を
、
や
や

ニ
ュ
ア

ン
ス
は
変

る
が
、

二

君

万
民
的
支
配
」
と
置
き

か
え

て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
中
国
国
家
権
力
の
収
取
体
系

の
二
本

の
内

の

一
本

(他

の

一
本

は
土
地
税

11
賦
税

)
で
あ
る
徳
役
制

に
そ
の
具
体
性
を
見
出

し
、
だ
か
ら
地
丁
銀
制

の
登
場
に
よ
る
樒
役
制

の
廃
止
↓

「
一
君
万
民
的
支

配
」

の
終
焉
を

み
た
の
は
重

田
徳

氏

で
あ

っ
た
。
同
氏
書

「清
代
社
会
経
済
史
研
究
」

(岩
波
書
店

一
九

七
五
)
第

二
章

国
家
権
力
と
農
民
、
参
照
。
重
田
氏

に

あ

っ
て
は
、
秦
始
皇

以
来

の
郡
県
制

は
清
初

、
十
七
世
紀
ま

で
続
く

こ
と

に
な
る
。

(
3
)

和
田
清
編

「
支
那
地
方
自
治

発
達
史
」

(中
華
民
国
法
制
研
究
会
、

一
九
三
九

)
の
序
説

に

そ

の
統
轄
は
知
州
知
県
等

の
所
謂

「親

民
の
官
」
ま

で
に
止
ま

り
、
更

に
そ

の
下

の

一
般
人
民

に
は
殆
ど
及
ば
な
か

っ
た
。
さ
う
し
て
そ
こ
に
は
自

ら
別
系
統

の
民
間
の
自
治
的

制
度

が
発
達

し
て
ゐ
た
の
で
あ

る
。

と

い
う
。

こ
れ

は
ま

た
、
清
水
盛
光

「中
国
郷
村
社
会
論
」

(岩

波
書

店
、

一
九
五

こ

な
ど

に
も
基
本
的

に
継
承

さ
れ
る
理
解

で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し

た

理
解
が
、
中
国
史

を
国
家

と
社
会

の
二
者
分
離

に
と

ら
え

る
、
発
展
な
き
歴
史
社
会
、
停
滞
論
に

つ
な
が
る
も
の
だ
と
し
、
そ
の
批
判

を
込
め
て
中
国
郷
村
制

の

研
究
を
開
始

し
た
の
は
、
右
地
方
自
治
発
達
史

の
主
要

な
執
筆
者
松
本
善
海
氏

で
あ

っ
た

(
同
氏
著

「中

国
村
落
制
度

の
史
的
研
究
」
岩
波
書
店

、

一
九
七
七

)。

(
4
)

先
掲
松
本
氏

の
研
究
を
含

め
、
こ
れ
ま

で
は
郡
県
制
ー

郷
村
制

の
関
係
が
主
要
に
検

討
さ
れ
て
き
た
、
先
秦
-
秦
漢
代

の
増
淵
竜
雄

、
木
村
正
雄
、
西
嶋
定
生
、

越

智
重

明
、
池

田
雄

一
氏

な
ど

、
六
朝
晴
唐

に
は
那
波
利
貞
、
鈴
木
俊
、
仁
井
田
陞

、
愛
宕

元
氏

な
ど

の
も
の
が
あ
り
、
唐
宋
元
代

で
は
、
周
藤
吉
之
、
中
村
治

兵

衛
、
柳

田
節

子
、
佐
竹
靖
彦
氏

ら
の
も

の
が
あ

り
、
明
清
代

で
は
、
松
本
氏
以
下
、
山
根
幸

夫
、
鶴

見
尚
弘

、
栗
林
宣
夫
氏

ら
の
も

の
が
あ

る
。

な
お
、
筆
者

の
旧
書

「中

国
封
建

国
家

の
支
配
構
造
」

(東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
〇
)
も

こ
れ
に
類

し
よ
う
。

(
5
)

さ
し
当

り
、
中
国
地
理

の
地
域

区
分
や
産
業
地

理
区

分
な
ど
と

の
関
連

が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
早
く

、
バ

ッ
ク
に
中
国
農
業
区

分
地

図
が
あ

り

(9
J
.
 
L
.
 
B
u
c
k
.
 
L
a
n
d
 
U
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
 
i
n
 
 
C
h
i
n
a

。
邦
訳

、
岩

田
孝

三
訳

「支

那
土

地
利
用
地
図
集
成
」

(
東
学
社
、

一
九
三

八
)、
天
野
元
之
助

「中
国
農
業

の
地

域

的
展
開
』

(
龍
漢
書
舎
、

一
九
七
九

)
が
参
考

に
な
る
。
最
近

で
は
、

ス
キ
ナ
ー
氏

の
大
地
域

(
マ
ク
ロ
リ
ジ

ョ
ン
)
の
考

え
方

が
検
討

に
価
す
る
。
同
氏

の

理
解
は
中

国
を
河
川
国
家
シ

ス
テ

ム
と

み
て
、
水
系

に
よ
る
地
域
分
類

を
行

っ
て
い
る
点

が
特
徴

で
あ
る
。
(
G
.
 
W
.
 
S
k
i
n
n
e
r
;
 
U
r
b
a
n
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
i
n
 
I
m
-

p
e
r
i
a
l
 
C
h
i
n
a
:
 
T
h
e
 
C
i
t
y
 
i
n
 
L
a
t
e
 
I
m
p
e
r
i
a
l
 
C
h
i
n
a
,
 
S
t
a
n
f
o
r
d
 
U
.
P
.
 
1
9
7
7
.
 
A
n
d
;
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
i
a
l
 
A
d
d
r
e
s
s
;
 
T
h
e
 
S
t
r
u
c
t
u
r
e
 
o
f
 
C
h
i
n
e
s
e
.
 
H
i
s
t
o
r
y
,

J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
A
s
i
a
n
 
S
t
u
d
i
e
s
,
 
v
o
l
,
 
X
L
I
V
,
 
N
O
.
2
,
 
1
9
8
5

)
。

こ
の
ス
キ
ナ
ー
氏

の
理
解
が
ど

れ
ほ
ど
中
国
史

の
理
解

に
適
応
さ
れ
る
か

に

つ
い
て
批

判
し
た
の

は
、B
a
r
b
a
r
a
 
S
a
n
d
s
 
a
n
d
 
R
a
m
o
n
 
H
.
 
M
y
e
r
s
;
 
T
h
e
 
S
p
a
t
i
a
l
 
A
p
p
r
o
a
c
h
 
t
o
 
C
h
i
n
e
s
e
 
H
i
s
t
o
r
y
,
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
A
s
i
a
n
 
s
t
u
d
i
e
s
,
 
v
o
l
 
X
L
V
,
 
n
o
.
4
,
 
1
9
8
6
.



(
6
)

宋
代
官
僚
制

に

つ
い
て
は
、
梅
原
郁

「宋
代
官
僚
制
度
研
究
」

(
同
朋
舎

、

一
九
八
五
)
参

照
。

(
7
)

宋
代

科
挙
制

に

つ
い
て
は
、
荒
木
敏

一

「宋
代
科
挙
制
度
研
究
」

(
同
朋
舎

、

一
九
六
九
)
が
あ
る
が
、
最
近

で
は
チ

ャ
フ
ィ
ー
の
次

の
作

が
注
目
さ
れ
る
。

J
.
 
W
.
 
 
C
h
a
f
f
e
e
,
 
T
h
e
 
T
h
o
r
n
y
 
G
a
t
e
s
 
o
f
 
L
e
a
r
n
i
n
g
 
i
n
 
S
u
n
g
 
C
h
i
n
a
.
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
U
.
 
P
.
 
1
9
8
5
.

(
8
)
H
o
 
P
i
n
g
-
t
t
i
.
 
T
h
e
 
L
a
d
d
e
r
 
o
f
 
S
u
c
c
e
s
s
 
i
n
 
I
m
p
e
r
i
a
l
 
C
h
i
n
a
.
 
-
A
A
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
S
o
c
i
a
l
 
M
o
b
i
l
i
t
y
 
1
3
6
8
-
1
9
1
1
.

(何
柄

様

「明
清

社
会
史

論
」
C
o
l
-

u
m
b
i
a
 
U
.
P
.
 
1
9
6
2
.

(
9
)

以
上
に

つ
い
て
は
、
斯
波
義
信

「中
国
中
世

の
商
業
」

(
『中
世
史
講
座
」

5
、

一
九
八
五
、
学
生

社
)
。
参

照
。

(
10
)

斯
波
義
信

「宋
代
商
業
史
研
究
」

(風
間
書
房

、

一
九
六

八
)
参
照
。

(
11
)

川
勝
守

「
長
江
デ

ル
タ
に
お
け
る
鎮
市

の
発
達
と
水
利
」

(
「佐
藤
博
士
還
暦
記
念

・
中
国
水
利
史
論
集
」

一
九
八

一
)
。

(
12
)

主
戸
数

・
客
戸
数
の
問
題

は
、
加
藤
繁

「宋
代

の
戸
口

」

(
「支

那
経
済
史
考
証
」
巻
下

)
以
来
、
宋
代
史
家

の
注
目
す
る
と

こ
ろ

で
あ
る
が
、
そ
の
実
像

は
不

明
な
と

こ
ろ
が
あ
る
。
宋
代

に
お
け
る
戸
籍
調
査

の
具
体
的

メ
カ

ニ
ズ

ム
の
究
明
が
先
決

で
あ
ろ
う
。

(
13
)

梅
原
郁

「
宋
代
地
方
小
都

市

の

一
面
」

(
「史
林
」

四

一
-

六
)
・
「宋
代

の
地
方
都
市
」

(
「歴
史
教
育
」

一
四
ー

一
二
、

一
九
六
六

)
.
「
宋
代
の
戸
等
制
を
め
ぐ

っ
て
」

(
「東
方
学
報
』

京
都
、
四

一
、

一
九
七
〇
)
。

(
14
)

以
上
、
斯
波
義
信
、
前
掲
書
三

一
五
頁
。

(
15
)

斯
波
前
掲
書

三

一
六
頁
。

(
16
)

川
勝

守

「
中
国
近
世
都
市

の
社
会
構
造
」

(
「史
潮
」
新

6
号

、

一
九

七
九
)
。
な
お
、
こ
れ
に
は
夫
馬
進
氏

の

コ
メ
ン
ト

が

つ
き
、
三
点

で
拙

稿
に
対
す
る
批

判

を
行

っ
て

い
る
が
、
本
稿
本
文
以
下

は
そ
れ

へ
の
解
答

の

一
部

で
あ
る
。
夫
馬
氏
は
嘉
慶

「松
江
府

志
」

を
引

い
て
清
代

で
も
巡
検
司

が
存
在

し
て
い
た
と
す

る
が
、
そ
れ
は
明
末
以
降
清
初
ま

で
に
革
除
廃
絶

さ
れ

た
も

の
が
、
清
代

に
復
活
さ
れ
た
過
程
を
見
落

し
て

い
る
。
た
だ
し
、
夫
馬
氏

の
批
判

に
対

す
る
私

の
反

論
は
本
稿

で
は
未
完

で
あ

る
。


